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ま
た
園
家
と
祉
舎
を
往
復
す
る
貨
幣
を
通
し
て
一
般
人
民
を
支
配
し
た
。
貨
幣
を
媒

(
1
)
 

介
と
す
る
こ
の
瞳
制
は
、
官
銭
な
ら
園
家
が
最
終
的
に
は
必
ず
受
け
と
る
と
い
う
信
用
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
官
銭
の
信
用
を
維
持
す
る
こ
と

(
2
)
 

は
一
方
で
私
鋳
銭
の
排
除
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
私
は
別
稿
に
お
い
て
、
官
銭
の
信
用
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
銅
銭
の
私
鐸
を
取

上
げ
、
宋
朝
は
造
幣
擢
を
確
立
し
て
私
鐸
銭
は
た
と
え
好
鎮
で
あ
っ
て
も
公
認
し
な
か
っ
た
こ
と
、
貨
幣
の
鋳
造
護
行
は
採
算
に
あ
わ
な
い
と

認
識
し
て
も
維
持
し
た
こ
と
、
銅
禁
の
施
行
等
に
よ
っ
て
小
卒
銅
銭
・
折
二
銅
銭
の
私
鋳
は
基
本
的
に
排
除
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
、
大

宋
朝
は
貨
幣
を
媒
介
と
し
て
全
図
的
物
流
を
組
織
し
、
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量
の
官
銭
鋳
造
に
よ
っ
て
私
鍔
銭
の
存
在
意
義
を
局
限
し
た
こ
と
、
そ
の
結
果
唐
五
代
の
貨
幣
流
通
の
二
元
性
(
園
家
と
社
舎
の
関
に
お
け
る
官
銭

と
私
鋳
好
銭
の
流
通
、
枇
舎
内
部
に
お
け
る
私
鋳
悪
銭
の
流
通
)
は
徐
々
に
解
消
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
た
。

か
く
て
銅
銭
は
宋
代
の
基
幹
貨
幣
と
し
て
、

四
川
を
除
く
全
園
で
通
用
し
、
宋
朝
の
統
一
的
な
経
済
政
策
の
鍵
鏑
の
位
置
を
占
め
て
い
た
。

し
か
し
宋
朝
は
、
銅
銭
の
み
で
財
政
支
出
が
支
え
切
れ
な
レ
と
き
、

ま
た
吐
舎
の
流
通
貨
幣
の
不
足
が
深
刻
な
と
き
、
あ
る
い
は
銅
銭
の
圏
外

流
出
を
防
止
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
き
、
鍛
や
紙
を
素
材
と
す
る
貨
幣
を
護
行
し
た
。
蹴
銭
や
紙
幣
は
行
使
地
域
と
時
期
に
限
定
が
あ
り
、

ま
た
全
通
用
地
域
に
わ
た
る
章
一
的
な
銭
法
が
な
か
っ
た
よ
う
に
、
銅
銭
を
中
核
と
す
る
園
家
財
政
内
に
お
い
て
補
助
的
な
位
置
を
占
め
て
い

た
と
一
座
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
財
政
を
補
助
す
る
貨
幣
と
い
う
位
置
づ
け
は
微
妙
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ

ら
の
貨
幣
は
宋
朝
の
貨
幣
盟
系
の
一
環
を
占
め
る
と
い
う
意
味
で
銅
銭
と
同
じ
仕
組
み
を
も
っ
面
が
あ
る
と
同
時
に
、

い
さ
さ
か
便
宜
的
に
護

行
さ
れ
宋
朝
の
貨
幣
盟
系
を
崩
す
側
面
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
鍛
銭
の
私
鋳
問
題
は
、

こ
の
鍛
銭
制
度
の
か
か
え
る
様
々
な

問
題
の
集
中
的
な
表
現
で
あ
る
。

本
稿
は
餓
銭
の
私
錆
問
題
を
中
心
に
据
え
、

そ
の
設
生
の
仕
組
み
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宋
代
貨
幣

- 2 ー

問
題
の
一
端
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
本
稿
は
快
西
・
河
東
の
み
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
れ
は
南
地
域
が
銅
銭
銭
が
兼
用
さ
れ
た
場
合
の
典
型
的
な
事
例
を
な
す
か
ら
で
あ

(
3
)
 

る
。
宋
初
を
除
い
て
銅
銭
銭
が
兼
用
さ
れ
な
か
っ
た
四
川
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
さ
て
快
西

・
河
東
の
銭
銭
の
研
究
は
、

日
本
に
お
い
て
は
日
野
開
三
郎
、
宮
崎
市
定
雨
氏
の
研
究
が
あ
る
ほ
か
、
さ
ら
に
最
近
、
加
藤
繁
氏
が
か
つ
て
東
京
一
帝
一
園
大
息
す
で
お
こ
な
っ
た

(

4

)

 

講
義
銭
も
公
刊
さ
れ
た
。
ま
た
中
園
で
も
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
最
近
で
は
出
土
貨
幣
の
報
告
や
そ
れ
に
も
と
な
つ
い
た
研
究
も
蓄
積
さ
れ
つ

(

5

)

 

つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
南
地
域
の
鎖
銭
の
研
究
は
す
で
に
多
く
の
研
究
者
の
取
り
上
げ
た
テ
l
マ
で
あ
り
、
多
く
の
事
質
も
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
各
論
者
の
聞
に
は
事
質
経
過
に
闘
す
る
認
識
の
食
い
違
い
が
相
首
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
ほ
か
、
見
逃
さ
れ
て
き
た

重
要
な
事
買
も
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
は
鍛
銭
護
行
の
事
買
経
過
を
再
論
す
る
が
、
論
者
聞
に
見
ら
れ
る
認
識
の
相
違
に
つ
い
て
一
々
註
記
す
る

と
極
め
て
煩
雑
で
あ
る
か
ら
、
特
別
な
場
合
を
除
い
て
省
略
す
る
こ
と
と
す
る
。



快

西

の

鎮

銭

快
西
二
路
(
永
輿
軍
路
、
秦
鳳
路
)
の
鍛
銭
の
流
通
朕
況
に
閲
し
て
二
説
あ
る
。

(

6

)

 

れ
て
い
る
見
解
で
あ
る
。
二
つ
は
一
、
二
年
の
差
異
は
あ
る
が
慶
暦
初
め
に
導
入
さ
れ
た
と
す
る
設
で
、
中
園
お
よ
び
日
本
で
の
逼
読
を
な
し

(
7〉

て
い
る
。
南
者
は
そ
れ
ぞ
れ
文
献
的
根
擦
を
有
す
る
が
、
と
く
に
第
一
設
は
快
西
出
土
の
鍛
錬
に
慶
暦
以
前
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た

一
つ
は
宋
初
以
来
流
通
し
た
と
す
る
読
で
、
中
園
で
提
唱
さ

護
婦
説
で
あ
る
。
こ
の
場
合
慶
暦
以
前
の
鍛
銭
は
、
五
代
銭
を
耀
承
し
た
り
他
路
の
鋳
造
貨
幣
を
移
入
し
た
も
の
と
解
揮
し
、
慶
暦
に
始
め
て
鍛

(
8〉

鏡
監
が
設
置
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
か
り
に
宋
初
以
来
快
西
で
識
銭
が
流
通
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
織
鐘
が
銅

銭
と
誼
ぶ
重
要
な
貨
幣
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
慶
暦
以
前
の
流
通
扶
況
を
具
睦
的
に
示
す
資
料
は
な
く
推
測
の
域
を
で
な
い
が
、
お
そ
ら

(
9〉

く
流
通
は
ご
く
少
額
に
止
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。

〈

ω)

本
格
的
に
鎖
鎮
の
鋳
造
を
開
始
し
通
用
せ
し
め
た
。

そ
の
と
き
鋳
造
さ
れ
た
鍛
銭
は
嘗
十
銭
と
小
卒
鎮
の
二
種
で
あ
り
、
銅
銭
と
と
も
に
流
通
し
た
。
新
鍛
錬
の
民
開
へ
の
投
入
は
激
し
い
私
鐸
を

さ
て
快
西
で
は
、
封
西
夏
戦
争
の
軍
費
を
ま
か
な
う
た
め
、
慶
暦
元
年
(
一

O
四一)、

- 3ー

そ
の
原
因
は
銅
銭
鎮
の
公
定
比
債
一
割
一

嘗
十
大
織
鎮
の
導
入
に
あ
る
だ
ろ
う
。
慶
暦
新
鎮
の
比
債
に
つ
い
て
は
明
白
な
資
料
的
根
擦
を
依
く
が
、
後
に
み
る
よ
う
に
険
西
と
ほ
ぼ
同
時

(
以
下
、
銅
銭
銭
比
債
は
銅
銭
一
に
糾
問
す
る
鍛
銭
の
枚
数
の
比
で
表
示
す
る
)
の
設
定
と

引
き
起
こ
し
た
。

に
織
銭
を
鋳
造
護
行
し
た
河
東
で
は
等
債
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
慶
暦
八
年
に
一
封
三
に
庇
債
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
新

銭
鋳
造
の
初
め
等
債
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
侠
西
鍛
鎮
の
沿
革
は
複
雑
で
あ
る
か
ら
、
本
章
末
の
一
覧
表
を
参
照
さ

れ
た
い
。

民
間
に
投
入
さ
れ
る
や
忽
ち
私
鋳
の
標
的
と
な
っ
た
の
は
嘗
十
銭
銭
で
あ
る
。
そ
こ
で
政
府
は
、
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
私
鐸
を
防
止
す
る

(

日

)

(

ロ

〉

た
め
嘗
十
を
首
五
に
改
め
、
つ
い
で
慶
暦
八
年
(
一

O
四
八
)
六
月
さ
ら
に
嘗
三
に
饗
更
し
た
。
嘗
十
か
ら
嘗
三
ま
で
の
襲
更
は
大
鍛
銭
の
小

ま
た
銅
銭
と
鍛
銭
と
い
う
異
種
貨
幣
の
関
係
に
お
い
て
も
直
接
に
債
値
関
係
の
襲
更
が
貫
施
さ

537 
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れ
た
。
す
な
わ
ち
護
行
の
初
め
大
銅
銭
と
大
鍛
銭
、
小
銅
銭
と
小
鍛
錬
も
一
封

一
で
あ
っ
た
も
の
を
、
慶
麿
八
年
に
大
銅
銭
と
大
鍛
銭
の
公
定

比
債
は
一

封
三
、
小
銅
銭
と
小
織
銭
も

一
割
三
と
改
定
し
た
。
つ
ま
り
小
鍛
銭
の
銅
銭
に
劃
す
る
比
債
は
大
銅
銭
に
劃
し
て
は
一
劃
一

O
か
ら

(
日
〉

一
針
九
に
上
昇
、
小
銅
銭
に
封
し
て
は
等
債
か
ら

一
割
三
に
下
落
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
慶
暦
八
年
、
大
銭
銭
の
嘗
三
へ

の
庭
債
と
と

(
U
)
 

も
に
、
大
鍛
銭
も
小
織
銭
も
小
銅
銭
に
劃
す
る
比
債
を
低
落
さ
せ
た
が
、
結
局
、
七
月
に
は
鍛
銭
の
鋳
造
を
停
止
し
て
、
嘗
銭
の
み
流
通
さ
せ

る
こ
と
に
な

っ
た
。
鍛
銭
の
公
定
相
場
を
引
き
下
げ
た
の
は
、
そ
れ
が
私
鋳
針
策
に
有
数
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。位一寸債

関
係
が
織
銭
の
私
鋳
を
も
た
ら
す
の
は
、
鍛
銭
の
生
産
費
が
銅
銭
よ
り
低
く
、
銅
鍛
錬
の
直
接
交
換
で
利
益
が
生
じ
る
場
合
で
あ
る
。
慶
暦
年

(
日
〉

聞
の
餓
銭
の
生
産
費
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
八
年
の
餓
債
は
毎
斤
二
四
j
二
五
文
で
、
銅
銭
の
数
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
み
る
と

慶
暦
鍛
鏡
の
生
産
費
は
銅
銭
よ
り
低
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
政
府
は
慶
暦
新
鎮
の
投
入
に
嘗
た
っ
て
民
聞
の
鎖
生
産
と
販
買
を
禁
じ
、
一

(

日

)

腰
餓
鏡
私
鋳
を
防
止
す
る
針
策
を
施
し
た
ら
し
い
が
、
あ
ま
り
殺
果
を
上
げ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
慶
暦
元
年
に
お
け
る
鍛
錬
護
行
時
の
等
債
の
設
定
は
大
小
銭
と
も
に
私
鋳
に
有
利
に
働
き
、
ま
た
慶
暦
八
年
の
一
封
三
へ
の
改
定

- 4ー

を
見
る
と
大
小
銭
が
と
も
に
私
鋳
の
封
象
と
な
っ
た
結
果
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
買
は
嘗
時
、

姦
人
小
織
銭
を
鍔
さ
ざ
る
所
以
の
者
は
、

大
銅
銭
を
鋳
て
利
を
得
る
こ
と
厚
き
を
以
て
な
り
。

而
し
て
官
必
ず
し
も
禁
ぜ
ず
。
(
『
長
編
』

巻
二
ハ
四
、
皮
暦
八
年
六
月
丙
申
〉

と
言
わ
れ
て
お
り
、
慶
暦
年
間
、
小
銭
銭
の
私
鋳
は
禁
止
の
必
要
の
な
い
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
鍛
錬
の

封
銅
銭
比
債
等
債
と
い
う
候
件
と
と
も
に
、

大
餓
銭
と
小
銭
銭
と
の
聞
に
存
す
る
名
目
債
値
(
額
面
)
と
重
量
の
不
均
衡
、

(

げ

)

ち
額
面
が
十
倍
で
あ
る
の
に
重
量
は
大
艦
二

1
三
倍
と
い
う
不
均
衡
の
扶
態
が
複
合
し
た
結
果
、
特
に
大
銭
で
護
生
し
、
小
銭
の
私
鋳
は
大
鐘

私
鋳
は

す
な
わ

私
鋳
の
利
盆
が
大
き
い
た
め
に
、

か
え
っ
て
抑
制
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
鍛
銭
の
私
鋳
が
大
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
小
織
銭

の
小
銅
銭
に
射
す
る
公
定
比
債
三
分
の
一
の
減
債
は
私
鋳
小
銭
銭
の
小
銅
銭
と
の
交
換
を
防
止
す
る
た
め
と
い
う
意
味
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、

そ
れ
よ
り
も
大
銅
銭
と
大
鍛
銭
の
比
債
と
の
釣
り
合
い
を
と
る
た
め
に
附
随
し
て
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
の
一一
意
味
が
大
き
い
こ
と
に
な



日
野
氏
は
、
鍛
錬
相
場
の
下
落
の
原
因
を
銅
銭
の
減
少
す
な
わ
ち
銅
銭
相
場
の
上
昇
に
求
め
て
い
る
が
(
四
一
四
頁
)
、
慶
暦
初
年
お
よ

び
八
年
に
お
け
る
銅
織
鏡
北
債
の
設
定
と
そ
の
襲
更
は
、
銅
銭
や
織
銭
の
供
給
量
と
は
論
理
的
に
無
関
係
で
あ
り
、
大
織
鎮
の
私
鋳
を
防
止
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
政
治
的
に
政
府
の
意
圃
す
る
値
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ろ
う
。慶

麿
八
年
に
一
旦
停
止
さ
れ
た
大
鍛
銭
の
鋳
造
は
ま
も
な
く
再
開
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

-
皇
枯
元
年
(
一

O
四
九
〉
銭
を
錯
す
。
皇
枯
元
賓
と
日
う
。

『
古
泉
陸
』
利
集
各
一

O
に
引
く
「
永
祭
大
典
』
)

叉
た
快
西
大
銅
銭
・
鍛
銭
を
し
て
皆
な
一
を
以
て
十
に
嘗
て
し
む
。

(
李
佐
賢

-
皇
祐
二
年
二
月
、
叉
た
陳
西
大
銅
銭
・
大
鎮
銭
を
し
て
日
(
皆
の
誤
り
か
)
な
一
を
三
に
嘗
て
し
む
。

(
草
如
愚
『
群
書
考
索
』
後
集
巻
六
一
)

但
し
皇
枯
年
聞
の
鍛
錬
は
、
停
世
品
・
出
土
品
と
も
に
な
く
、
鋳
造
額
は
極
め
て
少
額
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
再
び
鋳
造
さ
れ
た

(
叩
山
〉

嘗
十
銭
が
ま
も
な
く
嘗
三
に
庇
債
さ
れ
た
こ
と
、
銅
銭
銭
比
慣
が
再
び
等
債
と
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に

し
て
も
短
期
間
に
お
け
る
頻
繁
な
大
織
銭
の
債
値
饗
更
と
銅
銭
銭
比
債
の
襲
更
は
、
経
済
を
相
嘗
混
飽
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

皇
枯
年
聞
の
大
銀
銭
の
庇
債
は
慶
暦
の
大
観
銭
と
同
様
、
私
鋳
の
横
行
を
原
因
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
至
和
元
年
(
一

O
五
四
)
極

(
刊
日
)

め
て
精
巧
な
嘗
三
大
鐘
が
鋳
造
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
私
鋳
の
防
止
が
圃
ら
れ
た
。
し
か
し
嘗
三
大
鐘
は
私
錆
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
小
織
銭
と
の
併
用
が
維
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
至
和
の
後
、
鐸
銭
監
の
運
管
に
率
分
鏡
が
導
入
さ
れ
、
そ
の

た
め
官
鎮
の
精
巧
さ
が
失
わ
れ
て
私
鋳
を
加
速
し
た
こ
と
な
ど
が
原
因
で
あ
る
。
率
分
銭
と
は
各
鏡
監
で
定
額
以
上
の
鋳
造
が
達
成
さ
れ
た
場

(

却

〉

合
、
剰
蝕
の
一
部
を
工
匠
に
分
配
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
鋳
造
制
度
上
の
事
柄
で
は
あ
る
が
、
鍛
鎮
が
園
家
的
信
用
を
根
援
に
名
目
債
値

(

幻

)

を
維
持
す
る
貨
幣
で
あ
る
以
上
、
官
銭
の
精
巧
さ
の
喪
失
は
意
外
に
重
大
な
意
味
を
も
っ
と
思
わ
れ
る
。
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(

幻

)

そ
の
後
嘉
枯
年
聞
に
ま
た
織
鎮
の
流
通
朕
況
に
襲
化
が
お
こ
る
。
ま
ず
嘉
枯
元
年
(
一

O
五
六
)
八
月
庚
氏
「
映
西
の
小
銭
銭
を
罷
」
め
た
。

「
罷
」
と
い
う
表
現
は
こ
れ
だ
け
で
は
逼
用
禁
止
か
鋳
造
停
止
か
は

っ
き
り
し
な
い
が
、
慶
暦
八
年
以
後
、
小
銭
銭
鋳
造
を
伺
わ
せ
る
資
料
が
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存
在
せ
ず
、

た
だ
奮
銭
の
み
が
流
通
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
こ
の
施
策
を
私
鋳
劉
策
の
一
環
と
し
て
み
る
と
「
罷
小
銭
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銭
」
と
は
小
鍛
錬
の
通
用
停
止
と
い
う
強
い
盛
置
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
私
鍔
の
針
象
で
は
な
い
小
錦
銭
を
通
用
停
止
に
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
枇
舎
か
ら
小
銭
銭
を
追
い
出
し
、
大
鐘
と
の
比
債
を
無
意
味
に
す
る
こ
と
が
園
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
衣

に
嘉
枯
三
年
十
二
月
、
映
西
都
轄
運
使
曹
穎
叔
が
大
銭
盗
錆
の
針
策
と
し
て
「
諸
州
鍛
銭
を
鋳
す
る
を
罷
め
、
而
し
て
三
を
以
て
銅
銭
の
一
に

(
幻
)

嘗
て
ん
こ
と
を
請
う
」
て
裁
可
さ
れ
た
。
大
鍛
銭
の
鋳
造
が
こ
の
時
貼
で
ま
た
停
止
さ
れ
、
再
度
銅
銭
銭
比
債
が
一
割
三
に
改
定
さ
れ
た
の
で

あ
る
。か

く
て
嘉
祐
三
年
の
時
貼
で
大
銭
は
鋳
造
停
止
、
小
銭
は
通
用
禁
止
で
あ
っ
た
が
、
流
通
界
か
ら
の
小
銭
銭
の
排
除
は
容
易
で
な
く
、

ま
た

さ
ら
に
民
聞
に
お
け
る
封
銅
銭
比
債
も
低
落
し
た
ら
し
い
。

大
鍛
錬
私
鋳
の
針
策
と
し
て
蛍
三
を
さ
ら
に
嘗
二
に
改
め
た
。
こ
の
蟹
更
は
額
面
と
重
量
の
比
(
額
面
/
重
量
)
を
と
る
と
、
む
し
ろ
大
銭
の
方

(

M

)

 

が
小
銭
よ
り
小
さ
く
な
る
よ
う
に
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
漸
く
盗
鋳
は
終
息
し
た
と
あ
る
。
以
後
数
年
の
問
、
険
西
銭
銭
の
銭
法
は

比
較
的
安
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。

大
鍛
錬
の
私
鋳
も
お
さ
ま
ら
ず、

嘉
一
柘
四
年
(
一

O
五
九
)
二
月
、

終
息
し
な
い

慶
暦
か
ら
嘉
一
柘
ま
で
の
私
鋳
を
ふ
り
か
え
る
と
、
等
債
・
嘗
十
、
等
債

・
嘗
五
、
等
債
・
嘗
三
、

一
割
三

・
蛍
三
の
い
ず
れ
か
の
篠
件
で
大

-6-

銭
の
私
錆
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。

つ
ま
り
大
小
織
銭
の
債
値
関
係
の
不
均
衡
を
最
大
の
誘
因
と
し
、

そ
れ
に
銅
銭
と
等
債
な
い
し
一
割
三
と
い

う
関
係
が
絡
ん
で
出
現
し
た
私
鋳
で
あ
る
と
要
約
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
何
故
、
嘗
三
銭
私
鋳
の
防
止
の
た
め
に
、
先
に
賞
二
に
庭
債

す
る
こ
と
を
せ
ず
、

か
え
っ
て
私
鋳
が
問
題
化
し
な
か
っ
た
小
銭
銭
を
罷
め
る
と
い
っ
た
大
臆
な
政
策
を
選
揮
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に

は
、
で
き
る
だ
け
額
面
の
大
き
な
貨
幣
を
通
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
鍛
銭
導
入
の
財
政
的
意
圃
が
現
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

嘉
祐
四
年
以
後
し
ば
し
安
定
し
た
よ
う
に
見
え
る
快
西
鍛
銭
は
治
卒
末
に
な
る
と
、

ま
た
新
し
い
問
題
が
鼓
生
し
た
。

治
卒
四
年
(
一

O

六
七
)

「閥
薄

・
漏
貫

・
字
様
不
明
・
不
成
拐
郭
」

な
ど
極
端
な
悪
銭
を
除
い
て
私
鋳
銭
の
園
庫
納
入
を
公
認
し
、
そ
の
結
果
「
濫
銭
蕩
然
と

ハ
お
)

と
言
わ
れ
る
朕
態
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

政
府
は
こ
の
事
態
に
劃
虚
し
て
、

県
寧
七
年
(
一
O
七
四
)
に
い
た
っ
て

し
て
禁
ず
る
無
し
」



悪
銭
の
買
い
上
げ
政
策
を
検
討
し
た
。

是
の
時
、
開
中
の
銭
法
弊
る
。
永
輿
軍
路
安
撫
使
呉
中
復
請
う
ら
く
、
銭
四
十
を
以
て
依
薄
悪
銭
一
斤
を
買
わ
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
民
間

専
ら
省
撫
の
大
鐘
を
行
い
、
而
し
て
大
銭
少
な
く
、

而
し
て
民
間
行
う
所
の
私
大
銭

一は、

用
い
る
に
足
ら
ず
。
請
う
ら
く
は
、
買
う
所
の
悪
銭
を
以
て
悉
く
大
鎮
に
改
鋳
し
、

一
小
銅
銭
を
以
て
買
い
、
之
を
更
鋳
せ
ん
、
と
。

(『
長
編
』
巻
二
五
六
、
照
寧
七
年
九
月
壬
戊
)

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
民
間
で
は
小
銭
は
流
通
せ
ず
省
様
の
大
銭
が
専
ら
通
用
し
て
い
た
が
、
そ
の
流
通
量
が
少
な
い
た
め
悪
銭
私
鋳
の
賦

況
が
出
現
し
て
レ
た
こ
と
が
分
か
る
。
小
銭
の
通
用
が
停
止
さ
れ
て
か
ら
十
八
年
、
大
鎮
の
鋳
造
が
停
止
さ
れ
て
か
ら
十
六
年
が
経
過
し
、
通

貨
が
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
治
卒
四
年
に
お
け
る
極
端
な
悪
銭
で
な
い
私
銭
の
公
認
も
、
そ
の
時
す
で
に
通
貨
不
足
の
肢
態
が
現
れ
、
こ

れ
に
封
慮
し
た
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
悪
銭
以
外
の
私
銭
の
園
庫
通
用
は
、
私
銭
の
な
か
に
官
銭
と
さ
ほ
ど
差
の
な
い
好
銭
も
多

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
私
鋳
好
銭
の
園
庫
、
通
用
は
事
責
上
官
私
の
銭
の
匝
別
を
な
く
し
、
私
鋳
を
盛
ん
に
す
る
一
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
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ぅ
。
ま
た
私
鋳
好
銭
の
公
認
は
、
銅
銭
で
確
立
し
た
国
家
の
造
幣
擢
が
、
識
銭
で
は
必
ず
し
も
排
他
的
に
は
堅
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
宋
朝
の
鍛
銭
政
策
に
は
銅
銭
と
遣
っ
て
便
宜
的
な
面
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

照
寧
八
年
二
月
、
園
庫
見
管
お
よ
び
民
間
よ
り
牧
買
し
た
悪
銭
を
用
い
て
大
鍛
銭
(
折
二
銭
)
の
鋳
造
が
再
開
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
安
撫
司
・

轄
運
司
は
一
旦
は
私
鎮
の
通
用
を
一
切
認
め
な
い
方
針
を
と
っ
た
が
、
結
局
「
公
私
未
使
」
と
の
理
由
で
従
来
通
り
極
端
な
悪
銭
以
外
の
通
用

(

お

)

が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
改
鋳
の
原
料
と
な
っ
た
用
に
堪
え
な
い
私
錆
銭
は
、
県
寧
九
年
九
月
の
時
貼
で
鋳
造
再
開
時
貼
の

二
O

(

幻

)

(

お

)

高

貫

を

は

る

か

に

越

え

て

寅

に

一

、

八

O
O徐
貫
と
い
う
莫
大
な
額
に
及
ん
だ
。
わ
ず
か
一
年
半
飴
り
で
百
高
貫
近
い
悪
銭
が
回
牧

一
五
九
、

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
照
寧
年
開
、
私
鋳
の
激
し
さ
が
一
一
層
増
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。(

却

)

と
こ
ろ
で
こ
の
百
菌
貫
の
悪
銭
は
、
品
園
田
初
見
管
分
の
ニ

O
寓
貫
が
大
銭
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
少
し
後
に
折
二
銭
を

一
文
と
し
て
遁
用
さ
せ
よ

(
鈎
)

と
い
う
意
見
す
ら
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
見
る
と
、
大
銭
が
主
要
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
寅
は
「
通
用
の
私
小
銭
銭
」
も
含
ま
れ
て
い
た
こ

(

む

)

と
に
注
目
し
た
い
。
県
寧
八
年
二
月
の
鋳
造
再
開
は
大
鎮
の
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
小
銭
鎮
の
鋳
造
も
再
開
さ
れ
た
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て

541 
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は
特
定
で
き
な
い
が
、

『
宋
舎
要
』
食
貨
一
一
|
一
一
の
照
寧
末
ハ
九
ま
た
は
十
年
〉
の
記
録
と
推
定
さ
れ
る
錯
鏡
監
の
歳
額
統
計
に
よ
る
と
、

映
西
六
監
は
い
ず
れ
も
大
観
銭
を
鋳
造
し
て
お
り
、
同
書
食
貨
一
一
ー
l
八
に
ひ
く
元
豊
三
年
の
『
中
書
備
針
』
に
よ
る
と
、
四
監
は
折
二
鏡
、

二
監
は
小
餓
鎮
の
鋳
造
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
小
銭
銭
の
錆
造
再
開
の
時
期
は
、
照
寧
九
年
か
ら
元
豊
三
年
ま
で
の
聞
の
こ
と
と
推
測
で
き

(
銘
)

る
。
と
す
る
と
「
通
用
の
私
小
銭
銭
」
の
現
れ
る
記
事
は
照
寧
八
年
二
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
官
錯
小
銭
が
流
通
し
な
い
朕
況
下
で
私
鐸
の

小
織
銭
が
通
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
民
聞
に
通
用
す
る
私
小
銭
は
官
鐸
小
銭
を
模
造
し
た
も
の
で
は
な
く
、
全
く

民
間
猫
自
の
私
鋳
銭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
治
卒
か
ら
照
寧
に
か
け
て
、
折
二
銭
と
小
銭
の
整
方
で
私
鋳
が
激
化
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
嘉
祐
四
年
、
蛍
三
を
嘗
二
に
庭

慣
し
た
と
き
私
鋳
は
終
息
し
た
。
大
銭
の
債
値
襲
更
は
銅
銭
の
場
合
で
も
同
様
の
経
過
を
た
ど
り
、
護
行
時
の
嘗
十
か
ら
首
二
に
ま
で
庇
債
し

た
結
果
、
私
錆
を
排
除
し
安
定
し
た
通
貨
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
で
み
る
と
照
寧
八
年
の
折
二
銭
の
震
行
は
本
来
、
私
鋳
を
惹
起
し

な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
鋳
が
激
化
し
た
最
大
の
理
由
は
通
貨
不
足
に
あ
っ
た
と
私
は
思
う
が
、
そ
の
他
の
候
件
は
ど
う
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で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
大
小
鍛
銭
の
債
値
関
係
と
い
う
黙
で
は
、
折
二
銭
と
小
卒
銭
で
は
均
衡
が
と
ら
れ
て
い
る
以
上
、
私
錯
の
動
機
は
ほ
ぼ
消

失
し
た
は
ず
で
あ
る
。
で
は
銅
銭
と
の
比
債
と
い
う
貼
で
は
ど
う
か
。
照
寧
八
年
の
新
折
二
銭
の
公
定
比
債
に
つ
い
て
見
る
と
、

審
制
、
大
観
銭
の
法
、

一
文
毎
に
小
銅
銭
の
二
に
嘗
つ
。

(
劉
安
世
『
登
言
集
』
各
八
、
論
侠
西
盤
紗
鍛
銭
之
弊
)

(

お

)

と
あ
る
比
債
は
折
二
鍛
銭
を
小
銭
に
換
算
す
る
と
等
質
で
あ
る
。
劉
安
世
の
上
奏
は
元
祐
一
ニ

1
四
(
一

O
八
八
J
八
九
)
の
こ
と
だ
が
、
文
脈
か

ら
い
っ
て
蓄
制
の
公
定
比
債
は
、
慶
暦
八
年
お
よ
び
嘉
枯
三
年
に
設
定
さ
れ
た
一
割
三
を
飛
び
越
え
て
そ
れ
以
前
の
等
債
の
時
期
に
遡
る
こ
と

は
な
い
か
ら
、
県
寧
八
年
の
鋳
造
再
開
時
の
公
定
比
債
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ま
で
の
一
劃
三
を
や
め
銭
銭
の
債
値
を
三
倍
に
高

(

川

内

〉

(

町

四

)

め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
等
債
は
、
元
結
四
年
の
時
黙
で
確
認
で
き
、
そ
の
後
特
殊
な
局
面
で
は
等
債
か
ら
ず
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

(お〉

こ
の
よ
う
な
朕
況
も
崇
寧
四
年
(
二

O
五
)
等
債
に
統
一
さ
れ
た
。

と
す
る
と
照
寧
以
後
の
鎖
銭
の
私
鋳
に
は
銅
銭
と
等
債
と
い
う
傑
件
が

備
わ
っ
て
い
る
。
治
卒
年
聞
の
比
債
は
一
割
三
で
あ
る
か
ら
、
照
寧
以
後
、
私
錆
は
よ
り
有
利
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。



(

幻

〉

衣
に
鍛
鎮
の
鋳
造
自
瞳
に
利
盆
が
あ
る
か
な
い
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
採
算
率
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
ま
.
す
識
債
は
、
鍛
禁
施
行
下
で
慶
暦

(

お

)

の
と
き
毎
斤
二
四

1
二
五
文
(
前
述
)
、
照
寧
七
年
に
二
O
文
と
さ
れ
原
料
費
は
か
な
り
安
い
が
、
そ
の
他
の
費
用
を
加
え
た
採
算
率
は
、
元
符

二
年
(
一
O
九
九
)
ご
ろ
小
銭
銭
一
貫
の
鋳
造
に
つ
き
、

(
拘
)

五
O
O
文
と
あ
る
か
ら
、
六
六
・
七
%
と
な
る
。
折
二
銭
の
採
算
率
は
、
田
町
寧
年
聞
に
一
文
と
し
て
遁
用
さ
せ
る
と
「
盗
錯
す
る
者
、
獲
る
所

(
幼
)

の
利
、
費
や
す
所
を
充
た
さ
ず
」
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
一

0
0
1
二
O
O
%
の
聞
で
あ
り
、
元
結
七
年
頃
快
西
の
折
二
銭
鎮
の
歳
鋳
額
は
二
百

(

4

)

 

寓
貫
で
本
銭
は
百
寓
貫
(
す
な
わ
ち
浄
利
は
百
高
実
)
と
あ
る
か
ら
一
O
O
%
、
政
和
四
年
(
一
一
一
四
〉
歳
鋳
額
五
、
三
七
て
八
O
O
貫
に
劉

(

必

)

八
O
O
貫
(
す
な
わ
ち
本
銭
は
二
、
二
九
七
、

0
0
0寅
)
と
あ
る
か
ら
一
一
一
一
四
%
で
あ
る
。

鍛
炭
人
工
糧
食
五
O
O、

運
搬
費
二
五
O
の
本
銭
七
五
O
文
が
か
か
り
、

浮
利
は

し
て
浮
息
三
、
O
七
回
、

こ
れ
ら
の
記
録
は
官
鋳
銭

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
私
鍔
で
は
も
う
少
し
率
が
あ
が
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
小
卒
鎮
の
場
合
は
私
鐸
に
利
盆
は
な
い
と
認
識
さ
れ
る

範
圏
内
に
あ
り
、
折
二
銭
の
場
合
は
利
盆
が
護
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
快
西
の
鍛
銭
は
小
銭
で
は
よ
ほ
ど
品
位
を
落
と
さ
な
い
限
り
、

鋳
造
自
睦
か
ら
私
鋳
を
誘
設
す
る
動
機
に
乏
し
く
、
逆
に
折
二
銭
で
は
好
銭
で
も
誘
因
が
あ
る
と
い
え
る
。

- 9ー

以
上
の
よ
う
に
照
寧
以
後
の
鍛
銭
私
鋳
の
篠
件
を
み
る
と
、
慶
暦
年
間
と
同
様
、
銅
銭
と
等
債
と
い
う
候
件
が
備
わ
っ
て
い
る
。
だ
が
採
算

率
を
み
る
と
特
に
小
銭
で
は
鋳
造
自
瞳
に
利
盆
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
照
寧
の
私
鋳
の
特
徴
は
折
二
銭
に
も
悪
銭
が
か
な
り
含
ま
れ
、

ま
た
小
銭
の
私
鋳
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

銅
銭
と
等
債
と
い
う
僚
件
は
確
か
に
原
料
費
の
安
い
鍛
銭
の
鋳
造
を
招
く
だ
ろ
う
。

こ
の
場
合
は
銅
銭
と
の
交
換
に
よ
る
利
盆
の
獲
得
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悪
銭
は
園
庫
に
通
用
し
な
い
、 だ

ヵ:

ま
た
銅
銭
と
の
交
換
を
期
待
し
な
い
私
鋳
で
あ
る
。
園
庫
に
通
用
し
な
い
低
品
位
の
折
二
銭
の
私
鋳
は
等
債
・
採
算
と
い
う
篠
件
だ
け
で
は
説

明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
小
銭
の
私
鋳
に
い
た
っ
て
は
折
二
銭
よ
り
ず
っ
と
不
利
で
あ
り
、
私
錯
す
れ
ば
悪
銭
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

ぃ
。
小
銭
の
私
鋳
も
等
債
と
い
う
篠
件
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
民
間
市
場
だ
け
で
遁
用
し
園
庫
通
用
力
は
な
い
低
品
位
の
私

鋳
の
護
生
は
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
貨
幣
流
通
の

二
元
性
の
出
現
で
あ
り
、

」
れ
は
銅
銭
に
お
い
て
も
や
は
り
王
安
石
新
法
期
に
見
ら
れ
た
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献
況
で
あ
っ
た
。
私
は
さ
き
に
治
卒
以
後
の
私
鋳
を
護
生
さ
せ
た
最
大
の
要
因
を
通
貨
不
足
に
も
と
め
た
。
比
債
と
採
算
率
の
検
討
は
、
こ
れ
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を
異
な
る
面
か
ら
補
強
す
る
も
の
で
あ
る
。
王
安
石
は
新
法
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
大
規
模
な
貨
幣
増
鐸
政
策
を
と
っ
た
が
、

そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
深
刻
な
銭
荒
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
前
述
の
よ
う
に
照
寧
八
年
以
後
の
公
定
比
債
は
、

特
殊
な
場
合
を
除
い
て
等
債
で
あ
っ
た
。

で
は
民
間
比
債
の
動
き
は
ど
う
だ
ろ
う

台、

こ
れ
に
は
周
知
の
責
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
銅
銭
一
に
劃
す
る
銀
銭
比
債
は

照
寧
の
と
き
一

・
O
五
と
さ
れ

そ
の

後
の
襲
動
は
、
滑
州
で
は
一

・
O
二
(
元
理
二
)

一
・
二
(
元
結
六
)
、

一
・
二
五
(
紹
聖
元

一
O
九四)、

一
・
四
(
紹
聖
四
)
、

一
・
六
(
元
符

一
O
九
九
)
と
下
落
、
臨
延
で
は
一

・
O
こ
な
い
し
一
・

O
五
(
元
堕
三
)
、

(
必
)

五
(
元
一
茄
八
)
、
二
・
五
な
い
し
二

・
六
(
紹
聖
四
)
と
下
落
し
た
。

(
必
)

に
一
封
一

・
五
の
記
録
も
あ
る
。

一
・
一

な
い
し
一

・
四
(
元
祐四)、

(
川
叫
)

ま
た
元
祐
三

1
四
年
の
快
西
で

一
割
一

・
五
な
い
し

一・

六
、
元
祐
四
年

(
元
結
三
)
、

以
上
の
民
間
比
債
の
動
き
を
見
る
と
、

全
睦
的
な
傾
向
と
し
て
は
慶
暦
年
間
と
比
較
し
て
、

か
な
り
ゆ
っ
く
り
と
下
落
し
た
こ
と
が
注
目

- 10-

さ
れ
る
。
と
く
に
滑
州
で
は
照
寧
末
の
護
行
以
後
元
符
二
年
ま
で
の
二

O
年
絵
り
の
聞
に
、
餓
銭
相
場
は

一・

六
ま
で
に
し
か
下
落
し
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
照
寧
以
後
の
快
西
繊
銭
が
私
銭
の
横
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
比
較
的
高
い
信
用
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
だ

が
い
く
ら
緩
慢
で
あ
っ
て
も
鍛
銭
相
場
の
下
落
の
朕
況
に
は
饗
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で
政
府
は
元
結
八
年
七
月
三

O
九三)、

(
M
W
)
 

銅
銭
の
通
用
を
禁
止
し
た
。

公
私
に
わ
た
る

四
川
に
お
け
る
宋
初
の
事
例
を
参
考
に
す
る
と
、
あ
る
貨
幣
の
園
庫
逼
用
力
の
喪
失
な
い
し
弱
瞳
化
は
そ
の
貨
幣
の
信
用
を
著
し
く
損
な
い

(

円

引

)

民
間
比
債
を
激
し
く
鑓
動
さ
せ
る
。
元
結
八
年
の
銅
銭
通
用
の
禁
止
は
銅
銭
相
場
を
低
下
さ
せ
鎖
銭
相
場
を
上
昇
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
こ
の
政
策
は
、
銅
銭
を
排
除
す
る
こ
と
で
銅
鍛
銭
交
換
に
よ
る
利
盆
を
無
く
し
大
量
の
鍛
錬
私
鋳
を
防
止
す
る
と
同
時
に
、
銅
銭
の
園
庫

通
用
力
を
弱
め
る
こ
と
で
逆
に
織
鎮
の
信
用
を
回
復
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
だ
が
こ
の
政
策
は
失
敗
す
る
。
も
ち
ろ
ん
民
聞
の

銅
鍛
銭
比
債
が
侍
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
銅
銭
の
逼
用
禁
止
後
、
銅
銭
の
排
除
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

こ
の
政
策
に
よ

っ



て
園
庫
の
銅
銭
支
出
が
停
止
さ
れ
て
も
、
民
間
の
鍛
錬
相
場
は
政
府
の
狙
い
に
反
し
て
い
っ
そ
う
低
落
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
鍛
錬
相

場
の
下
落
、
同
じ
こ
と
だ
が
銅
銭
相
場
の
上
昇
は
、
悪
質
鍛
銭
の
増
加
と
銅
鎮
の
貴
重
性
の
増
大
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
事
態

が
宋
初
の
四
川
と
全
く
反
劃
の
動
き
を
示
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
、
険
西
と
四
川
で
は
全
園
的
物
流
シ
ス
テ
ム
に
占
め
る
位
置
が
全
く
遣
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

快
西
は
北
宋
を
通
し
て
、
華
南
か
ら
大
運
河
・
園
都
を
経
由
し
て
北
溢
に
い
た
る
全
園
的
物
流
の
末
端
に
位
置
し
、
大
消
費
地
を
形
成
す
る
。

四
川
は
照
寧
以
後
挟
西
と
の
関
係
を
強
め
る
と
は
い
え
、
宋
初
に
お
い
て
は
全
園
的
物
流
シ
ス
テ
ム
の
中
で
孤
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
か
か
る
遠
距
離
流
通
の
媒
瞳
が
銅
銭
な
の
で
あ
り
、
こ
の
機
能
は
行
使
地
域
の
限
定
さ
れ
た
銭
鎮
で
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
快
西
に

一
般
的
に
い
え
ば

お
け
る
銅
銭
の
鹿
止
は
物
流
を
阻
害
す
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
元
結
後
牢
以
後
の
針
外
開
係
に
着
目
す
る
と
、
元
一
柘
六
年
九
月
か
ら
西
夏
と
の

(
川
崎
〉

戦
端
が
ひ
ら
か
れ
、
軍
事
的
緊
張
が
高
ま
っ
た
。
華
南
か
ら
快
西
に
軍
糧
を
補
給
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
銅
銭
が
措
い
手
と
な
ら
な
け

〈
川
町
〉

れ
ば
な
ら
な
い
。
銅
銭
で
の
支
掛
い
を
求
め
る
筆
南
の
客
一
商
は
増
加
し
、
銅
銭
相
場
は
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
銅
鎮
の
支
排
い
を

受
け
る
客
一
商
は
事
貫
上
黙
認
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
西
夏
と
の
戦
争
が
終
結
し
て
聞
も
な
い
元
符
二
年
(
一

O
九
九
)

閏
九
月
、
再
び
銅
銭
の
遁
用
を
禁
じ
る
と
と
も
に
銅
銭
の
回
牧
に
着
手
し
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

三
省
言
わ
く
、
・
:
:
、
初
お
侠
西
路
を
し
て
並
び
に
銅
銭
を
使
う
を
禁
ぜ
し
む
。
遣
う
者
は
徒
二
年
、
千
里
に
配
し
、
人
の
告
す
る
を
許

-11ー

し
、
銭
二
百
貫
を
賞
す

P

叉
た
険
西
民
聞
に
見
在
せ
る
銅
銭
は
、
並
び
に
随
慮
の
州
豚
に
迭
納
し
、
数
に
依
り
て
瞳
紗
或
い
は
東
南
紗
を

支
還
す
る
を
許
す
。
鍛
銭
を
以
て
封
換
す
る
を
願
う
者
は
、
並
び
に
封
橋
銭
を
支
す
。
:
:
:
。
之
に
従
う
。
(
『
長
編
』
各
五
二
ハ
、
元
符
二

年
間
九
月
甲
戊
)

こ
れ
は
戦
争
中
、
意
園
し
な
が
ら
も
買
現
で
き
な
か
っ
た
快
西
逼
貨
の
鍛
鐘
化
を
終
戦
の
機
舎
を
と
ら
え
て
再
び
試
み
よ
う
と
し
た
政
策
で
あ

(

印

)

る
。
だ
が
そ
れ
も
失
敗
に
鯖
し
、
翌
元
符
三
年
十
一
月
、
結
局
銅
銭
の
通
用
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、

言
者
謂
わ
く
、
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徽
宗
位
を
嗣
ぐ
。

識
鐘
重
滞
し
、

以
て
遠
き
に
粛
し
難
し
。

民
間
皆
な
復
た
銅
銭
を
用
い
ん
こ
と
を
願
う
。
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:
・
、
乃
ち
詔
し
て
、
銅
鍛
銭
は
民
開
通
行
す
る
を
聴
す
、

而
し
て
銅
銭
は
止
だ
縫
買
に
用
う
る
の
み
、
と
。

(
『
宋
史
』
倉
一
八

O
)

と
あ
る
か
ら
、

や
は
り
軍
糧
を
主
と
す
る
全
園
的
物
流
の
園
滑
化
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
北
宋
快
西
の
通
貨
問
題
は
全
園
的
流
通
を
媒
介
す
る
手
段
を
如
何
に
確
保
す
る
か
が
基
本
課
題
で
あ
る
。
銅
銭
が
常
に
必
要
分
供
給

さ
れ
る
な
ら
問
題
は
な
い
が
、
現
買
に
は
不
足
気
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
財
政
的
に

は
銅
銭
と
同
じ
債
値
を
も
っ
貨
幣
で
な
け
れ
ば
導
入
の
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。
慶
暦
元
年
お
よ
び
照
寧
八
年
に
お
け
る
銅
銭
と
等
債
の
鍛
銭

導
入
は
何
れ
も
映
西
内
部
の
銅
銭
不
足
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
北
宋
末
期
の
通
貨
問
題
も
基
本
的
に
は
同
じ
課
題
を
捻
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
照
寧
元
豊
の
如
き
銅
銭
の
大
量
投
入
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
、
課
題
解
決
の
方
策
は
轄
換
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
北
宋
末

期
の
政
局
を
措
嘗
し
た
察
京
の
低
口
問
位
・
高
額
面
の
通
貨
政
策
は
、

し
ば
し
ば
飽
く
な
き
牧
奪
の
手
段
と
し
て
評
債
さ
れ
評
判
の
悪
い
も
の
で
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あ
る
。
確
か
に
そ
う
評
債
し
う
る
政
策
で
は
あ
っ
た
が
、

し
か
し
そ
こ
に
一
貫
し
た
テ
l
マ
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
簡
単
に
察
京
の

政
策
を
み
て
お
こ
う
。

焦
貼
は
爽
錫
銭
で
あ
る
。

北
宋
末
崇
寧
二
年
(
二

O
三
)
察
京
は
爽
錫
銭
を
河
東
・
快
西
で
護
行
し
た
。

究
に
よ

っ
て
、
そ
の
興
療
の
推
移
を
ま
と
め
る
と
、

崇
寧
四
年
全
園
に
撮
大
、

(

日

)

爽
錫
銭
は
鉛
錫
を
混
ぜ
た
戴
銭
で
あ
る
。
中
嶋
敏
氏
の
研

五
年
河
北

・
河
東

・
険
西
に
縮
小
、

政
和
三
年
(
一
二
三
)

以
後
江
南
・
刑
湖
・
庚
南
・
京
西
・
河
北

・
准
南
に
擁
大
、
六
年
一
旦
全
鹿
の
後
快
西

・
河
東
で
復
活
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
崇
寧
四

i
五

〈

臼

)

年
お
よ
び
政
和
三

i
六
年
の
二
度
に
わ
た
る
期
間
、
爽
錫
銭
は
全
園
逼
貨
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
閉
ま
た
奮
来
の
鍛
銭
も
次
第
に
通
行
地

域
が
描
大
さ
れ

大
観
二
年
(
一
一

O
八
〉
の
時
黙
で
贋
南
東
西
・
江
南
東
西
・
一
踊
建

・
雨
漏
削
で
鯨

(
臼
)

江
南

・
一
隅
建
・
南
新
で
流
通
し
た
鍛
銭
は
折
二
銭
で
あ
る
。

快
西
二
路
・
河
東

・
四
川
四
路
の
ほ
か
、

銭
が
流
通
し
た
。

注
目
す
べ
き
は
蕎
来
の
銭
銭
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
河
北
東

西

・
京
東
東
西

・
京
畿
・
京
商
南
北
・
准
南
東
西
・
剤
湖
南
北
を
あ
わ
せ
た
地
域
は
宋
朝
の
領
域
を
東
北
か
ら
南
西
に
貫
き
、
宋
朝
領
域
を
完

全
に
三
分
割
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
地
図
参
照
)
。
す
な
わ
ち
奮
来
の
鍛
銭
は
遁
行
地
域
を
南
中
園
に
援
大
し
た
が
、
東
南
地
域
と
北
遺
地
域



大観2年における銭銭の空白地帯

を
結
合
す
る
役
割
は
興
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
封

し
爽
錫
鏡
は
蓄
来
の
鍛
鐘
が
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
に
も
導
入
さ

れ
た
。
禁
京
は
生
産
の
減
少
し
た
銅
銭
に
か
わ
っ
て
、
識
銭
を
全
園

的
流
通
を
措
う
貨
幣
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
場
合
爽
錫
鐘
に
そ

の
役
割
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
宋
代
の
貨
幣
は
園
家
の
付
興
す
る
信
用

に
基
づ
い
て
流
通
す
る
貨
幣
で
あ
り
、
そ
の
債
値
は
政
府
が
擢
力
的

に
任
意
に
興
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
慶
暦
や
照
寧
の
と
き

鍛
錬
の
債
値
を
銅
銭
と
等
債
と
し
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
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異
に
し
、

に
、
政
府
自
身
自
賛
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
来
の
識
銭

は
私
鐸
問
題
を
売
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
銅
鏡
に
か
わ
る
全

ま
た
額
面
も
一
新
し
た
新
規
の
貨
幣
を
費
行
し
、
こ
の
新
貨
幣
に
政
府
が
必
要
と
す
る
債
値
を
設
定
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
た
こ

図
的
流
通
を
措
う
も
の
を
求
め
た
と
き
、
蓄
来
の
鍛
錬
と
は
品
質
を

と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
だ
が
新
し
い
貨
幣
の
信
用
を
維
持
し
う
る
か
否
か
と
な
る
と
別
の
問
題
で
あ
り
、
園
家
に
よ
る
貨
幣
の
安
定
し
た

出
納
な
ど
現
質
的
な
運
用
、
他
の
貨
幣
と
の
関
係
が
重
要
な
要
素
と
な
る
。
お
そ
ら
く
察
京
は
こ
の
黙
で
失
敗
し
た
と
思
わ
れ
る
。
察
京
は
大

親
年
聞
に
鍛
銭
の
行
使
を
全
園
的
に
援
大
し
た
と
き
に
は
、
織
材
銭
器
の
私
買
買
を
禁
じ
た
権
織
法
を
快
西
に
施
行
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、

(

臼

)

政
和
年
聞
に
爽
錫
銭
を
全
園
通
貨
と
し
た
と
き
に
は
全
園
に
療
張
し
た
。
権
織
法
が
鍛
銭
私
錆
の
防
止
を
主
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
新
貨
幣
の
額
面
の
設
定
で
い
え
ば
、
爽
錫
銭

一
枚
を
銅
銭
二
枚
に
相
嘗
さ
せ
た
り
、
ま
た
爽
錫
嘗
五
銭
を
鋳
造
し
た

(

日

)

り
し
た
の
は
、
爽
錫
銭
が
奮
来
の
織
銭
と
基
本
的
に
同
種
の
貨
幣
で
あ
る
以
上
無
理
で
あ
っ
た
。
銅
銭
が
ま
だ
相
嘗
に
流
通
す
る
段
階
で
の
低

547 
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快西銭銭の推移

司』ニ 代 針銅銭公定比償

!:&暦 1 (1041) 首十，小銭夜行 1 1 

皮暦年間 賞十を首五に草壁更

箆暦8 (1048). 6 首五を蛍三に~更 1 3 

: /1主暦 8.7 鍛造停止

皇砧 1 (1049) 蛍十夜行 1 1 

皇耐 2 (1050) 首三に主主更

嘉柏 1 (1056) 小銭ijh用停止

嘉砧 3 (1058) 賞三鈎造停止 1 3 

嘉耐 4 (1059) 流通溢'三の蛍二への主要更

照寧 8 (1075) 首二夜行 1 1 

隈寧9または10 小銭設行

元結 8 (1093) 銅銭通用停止

元符 2 (1099) 銅銭通用停止

元符 3 (1100) 銅銭通用公認、 1 1 

崇寧 2 (1103) 爽錫銭授行 2・1

崇寧 4 (1105) 爽f易銭全園化

崇寧5 (1106) 爽錫銭沿迭3路に縮小

大観 2 (1108) 鍛銭全園化

政和 3 (1113) 爽錫銭全園化，欧西で銅銭停止

政和 6 (1116) 爽錫銭侠西河東に縮小

靖康 1 (1126) 銅銭通用

表

品
位
で
あ
り
な
が
ら
高
い
額
面
を
も
っ
貨
幣
の
全
固
化

は
結
局
は
私
鋳
を
誘
鼓
し
た
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
南

宋
の
こ
と
で
あ
る
が
、
紙
幣
が
問
題
を
含
み
な
が
ら
も

一
臆
ま
が
り
な
り
に
維
持
し
え
た
の
も
、
銅
銭
の
流
通

つ量
てが
いき
る わ
とめ
考て
え(少
る56な
。)か

ずコ

k. 

と
カL

大
き
な
要
因

な

さ
て
察
京
失
脚
後
の
靖
康
元
年
(
一
一
一
一
六
)

朕
西

で
銅
銭
の
行
使
を
禁
じ
た
政
和
殺
を
撤
履
し
た
記
事
が

あ
る
。
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罷
政
和
敷
快
西
路
用
銅
銭
断
徒
二
年
配
千
里
法
。

(
『
宋
史
』
巻
一
八

O〉

政
和
政
は
前
引
元
符
二
年
の
禁
令
と
同
じ
内
容
で
あ

る
。
私
は
こ
の
政
和
敷
設
布
の
時
期
は
爽
錫
銭
が
全
園

通
貨
と
さ
れ
た
政
和
三
年
で
は
な
い
か
と
思
う
。

つ
ま

り
奈
京
は
全
園
的
に
は
銅
銭
を
廃
止
で
き

な
か
っ

た

が
、
と
い
う
よ
り
寧
ろ
嘗
十
大
銅
銭
を
護
行
す
る
な
ど

銅
銭
の
貨
幣
盟
系
自
障
を
混
蹴
さ
せ
た
の
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
快
西
に
お

い
て
は
、
爽
錫
銭
の
信
用
を
高
め
維

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
請
に
迫
ら
れ

そ
の
た
め



に
銅
銭
を
慶
し
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
元
符
二
年
の
禁
令
の
時
期
と
は
内
容
は
同
じ
で
も
、
合
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
異
な
る
だ
ろ
う
。
し

(

町

出

)

か
し
政
和
敷
の
規
定
は
現
貫
の
数
力
が
な
く
、
結
局
は
慶
止
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

河

東

の

鍛

銭

従
来
、
河
東
の
織
銭
政
策
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
侠
西
と
一
括
し
て
扱
わ
れ
、
映
西
と
同
様
の
経
過
を
へ
て
推
移
し

た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
河
東
鎮
銭
に
関
す
る
資
料
が
多
く
な
い
こ
と
に
よ
る
が
、
し
か
し
残
存
す
る
わ
ず
か
な
資
料

に
よ
っ
て
も
陳
西
と
河
東
の
通
貨
事
情
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
河
東
の
織
銭
は
、

を
助
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
慶
暦
元
年
(
一

O
四
一
)
導
入
が
決
定
さ
れ
、
鍛

(

臼

)

(

印

)

お
そ
ら
く
同
二
年
末
に
鋳
造
設
行
が
開
始
さ
れ
た
。
出
土
貨
幣
に
は
慶
暦
よ
り
以
前
の
も
の
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
流
通

記
録
に
よ
る
と

「
開
中
の
軍
費
」

鏡
監
設
置
を
へ
て
、

- 15ー

量
と
し
て
は
大
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
慶
暦
二
年
に
お
け
る
本
格
的
な
導
入
直
後
の
鋳
造
朕
況
は
、
周
知
の
よ
う
に
欧
陽
惰
の

報
告
に
よ
る
と
、
鋳
造
額
は
起
鋳
後
約
一
年
聞
に
大
銭
(
嘗
十
〉
四
四
八

O
O蝕
貫
(
小
銭
に
換
算
し
て
四
四
八

O
O
O餓
貫
)
、
小
銭
一
一
七
七

O

O
徐
貫
の
合
計
六

O
高
貫
弱
で
あ
り
、
そ
の
採
算
率
は
E

日
州
大
銭
は
本
銭
一
七
八

O
O徐
貫
、
息
一
七
寓
徐
貫
で
九
五
五
%
、
菅
州
小
銭
は
本

銭
四
六

O
O
O貫
、
息
六
八

O
O
O儀
貫
で

一
四
八
%
、
津
州
大
鐘
は
本
銭
六
四
O
O齢
貫
、
息

一
五
三
人

O
O
徐
貫
で

二
四

O
三

%
、
調停
州

(
印
)

小
銭
は
本
銭
九
八

O
貫
、
息
三

O
O
O徐
貫
で
三

O
六
%
、
と
な
っ
て
い
る
。
小
卒
鐘
の
採
算
率
だ
け
で
も
百
数
十
%
か
ら
三
百
%
に
及
び
、

し
か
も
生
産
費
の
節
約
で
き
る
嘗
十
銭
の
採
算
率
に
至
つ
て
は
千

1
二
千
%
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
大
き

重
量
が
二

1
三
倍
し
か
な
く
、

な
採
算
率
は
他
の
地
域
で
は
見
ら
れ
な
い
異
例
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
理
由
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た
だ
河
東
で
は
殆
ど
権
織
が
貫
施
さ
れ
た

(
m
m
)
 

こ
と
が
な
く
ハ
至
和
の
頃
若
干
の
形
跡
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
)
、
従
っ
て
織
債
が
快
西
よ
り
も
一
層
低
か
っ
た
と
議
想
さ
れ
る
こ
と
が
一
因
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
こ
の
時
の
銅
銭
鐘
比
債
は
、
同
じ
く
欧
陽
傍
に
よ
れ
ば
例
え
ば
、

549 

音
州
の
大
鏡
、
計
一
高
七
千
八
百
儀
貫
省
陪
の
銅
銭
官
本
を
用
い
、
大
鐘
二
寓
八
千
八
百
儀
貫
を
鋳
成
し
、

二
十
八
寓
八
千
絵
貫
の
銅
銭
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に
蛍
た
る
。

と
あ
り
、
首
十
大
鍛
銭
は
小
鍛
銭
に
劃
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
小
銅
銭
に
封
し
で
も
嘗
十
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
比
債
は
等
債
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
大
き
な
採
算
率
、
お
よ
び
銅
銭
と
の
等
債
関
係
の
も
と
で
は
嘗
然
私
鋳
そ
れ
も
特
に
大
銭
の
私
鋳
が
誘
設
さ
れ
、

ま
た

官
銭
と
同
じ
好
銭
を
私
錯
し
た
場
合
で
も

E
大
な
利
盆
の
上
が
る
こ
と
か
ら
、
悪
鎮
の
ほ
か
好
銭
も
多
量
に
私
鋳
さ
れ
て
官
鋒
貨
幣
の
制
度
を

混
飽
き
ぜ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
慶
麿
四
年
、
三
司
の
奏
請
に
も
と
さ
つ
い
て
河
東
鍛
銭
は
一
時
鋳
造
が
停
止
さ
れ
た
が
、
翌
五
年
に
早
く
も

E

日
・
調停

・
石
三
州
と
威
勝
軍
の
四
監
が
復
活
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
時
の
鋳
造
再
開
は
小
鍛
錬
だ
け
で
、
し
か
も
河
東
に
の
み

「留
用
」
す
る

(

臼

)

こ
と
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
大
織
鎮
の
鋳
造
を
再
開
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
嘗
初
の
主
目
的
で
あ
っ
た
「
闘
中
の
軍
費
」
の
調
達
を
停

(
臼
)

こ
れ
以
後
紹
聖
三
年
(
一

O
九
六
)
の
嘗
三
銭
護
行
ま
で
河
東
に
お
け
る
大
餓
銭
の
記
録
は
存
在
し
な
い
。

止
し
た
の
で
あ
る
。

大
鍛
鏡
、
か
慶

止
さ
れ
小
織
鎮
の
み
が
供
給
さ
れ
た
こ
と
は
同
じ
く
大
銭
の
私
鰭
に
苦
し
ん
だ
快
西
の
割
腹
と
劃
照
的
で
あ
る
。

河
東
に
お
け
る
鍛
銭
鋳
造
の
主
目
的
が
快
西
軍
費
の
調
達
に
あ
っ
た
こ
と
、
換
言
す
る
と
か
な
り
の
部
分
が
河
東
内
に
放
出
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
、
及
び
鋳
造
再
開
後
は
た
だ
小
銭
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
河
東
で
流
通
す
る
貨
幣
の
な
か
で
鍛
銭
の
比
重
は
決
し
て
大
き
く
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
大
銭
の
鋳
造
停
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
鋳
は
や
ま
な
か
っ
た
。
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河
東
の
鍛
錬
既
に
行
わ
れ
、
銭
を
盗
錦
す
る
者
、

利
を
獲
る
こ
と
十
の
六
、
銭
軽
く
貨
重
く
、
其
の
患
快
西
の
如
し
。
言
者
皆
な
以
て
不

便
と
篤
す
。
知
井
州
鄭
哉

(
六
年
二
月
、
敵
弁
州
に
知
た
り
)
、
河
東
の
鍛
銭
且
ら
く
こ
を
以
て
銅
銭

一
に
嘗
て
ん
こ
と
を
請
う
。
行
う
こ
と

一年、

又
た
三
を
以
て
一
に
嘗
て
、
或
い
は
五
を
以
て

一
に
嘗
つ
。

(
『
長
編
』
倉
一
六
回
、
慶
暦
八
年
六
月
丙
申
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
次
の
二
貼
が
分
か
る
。
ま
ず
こ
こ
に
い
う
盗
鋳
の
場
合
の

「
獲
利
十
之
六
」
と
は
、
宮
崎
氏
の
レ
う
よ
う
に
〔
資
本
四
、
鋳

造
額
十
、
海
利
六
〕
と
理
解
す
る
の
が
安
首
で
あ
ろ
う

(
二
七
六
頁
)
。
す
な
わ
ち
採
算
率
一
五

O
%で
前
述
の
五
日
州
小
銭
と
一
致
し
、

や
は
り

小
織
銭
の
鋳
造
自
髄
で
利
潤
が
獲
得
で
き
た
の
で
あ
る
。
次
に
鄭
融
が
知
井
州
に
着
任
し
て
、
比
債
を
一
割
二
と
す
る
こ
と
を
請
う
た
の
が
慶

暦
六
年
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
、
銅
餓
銭
は
位
一寸債
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
慶
暦
二
年
始
め
て
鍛
銭
を
護
行
し
た
と
き
の
等
債
が
、

同
五
年
の
再



護
行
時
に
も
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
情
の
も
と
で
私
鋳
が
起
こ
ら
な
い
わ
け
は
な
い
。

一
割
三
、

か
く
て
小
織
銭
は
盛
ん
に
私
錦
さ
れ
、
そ
の
信
用
は
甚
だ
し
く
損
な
わ
れ
た
。
慶
暦
六
年
以
後
短
期
間
の
内
に
、
銅
餓
銭
比
債
を
一
割
二
、

ま
た
一
針
五
と
慶
更
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
小
銭
の
私
鋳
は
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
比

債
を
い
く
ら
操
作
し
て
も
採
算
率
の
高
さ
に
饗
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
政
府
は
慶
暦
八
年
七
月
、
銅
鍛
銭
比
債
を
一
割
三
に
改
め
た
と
き

(
山
町
〉

た
だ
奮
鎮
の
み
通
用
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
だ
が
結
局
は
河
東
に
お
け
る
鍛
錬
通
用
を
断
念
す
る
こ
と

同
時
に
小
鎮
の
管
鋳
を
も
停
止
し
て
、

に
な
る
。

-
異
時
、
河
東
嘗
て
鍛
銭
を
鋳
す
。

民
禁
を
干
し
て
死
に
報
ず
る
者
、

歳
に
千
を
以
て
計
る
。

而
し
て
姦
銭
盆
ま
す
出
で
、

百
姓
業
を
失

ぃ
、
貨
易
管
れ
ず
、
而
し
て
鏡
幣
寛
に
罷
む
。
(
『
長
編
』
巻
二
八
三
、
照
寧
十
年
六
月
壬
寅
、
沈
括
の
自
誌
〉

-
初
め
河
東
、
鍛
鐘
を
行
う
。
君
〈
張
大
有
)
再
疏
し
て
極
め
て
利
害
を
陳
ぶ
。
大
略
に
、
官
鏑
撒
有
り
、
而
し
て
私
鴻
襲
り
無
き
を
以
て
、

恐
ら
く
は
終
に
民
患
と
魚
ら
ん
、
と
。
白
か
ら
言
軽
く
朝
廷
を
動
か
す
に
足
ら
ざ
る
を
以
て
、
叉
た
歌
詩
四
百
言
を
篤
り
て
之
を
上
ま
つ

り

民
謡
に
托
し
以
て
上
を
開
悟
す
可
き
を
観
う
。

其
の
後
果
し
て
不
便
を
以
て
罷
む
。

(
蘇
頒
『
蘇
貌
公
文
集
』
巻
五
七
、
太
常
博
士
張
君
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墓
誌
銘
〉

河
東
で
鍛
錬
が
い
つ
罷
め
ら
れ
た
の
か
は
遺
憾
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
張
大
有
は
皇
祐
四
年
三

O
五
二
)
に
死
ん
で
い

る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
可
能
性
が
大
き
い
と
思
う
が
、
或
い
は
そ
の
死
後
に
賞
現
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

河
東
に
三
度
目
の
鍛
錬
導
入
が
は
か
ら
れ
た
の
は
、

王
安
石
執
政
下
で
貨
幣
の
増
鋳
政
策
が
と
ら
れ
た
と
き
で
あ
る
。

〈
劉
摩
)
集
賢
殿
修
撰
に
除
し
、
河
東
轄
運
使
に
充
て
ら
る
。
:
:
、
公
、

し
て
鼓
鋳
し
、
隈
州
温
泉
の
盟
磐
を
逼
じ
、
博
易
し
て
以
て
用
を
済
わ
ん
こ
と
を
請
う
。
:
:
:
、
悉
く
之
を
轄
す
。

一
道
の
産
を
計
り
、
惟
だ
織
利
の
み
鏡
と
篤
し
、
蓄
冶
を
復

(
呂
陶
『
浄
徳
集
』
各

二
一
、
極
密
劉
公
墓
誌
銘
〉
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劉
庫
が
河
東
轄
運
使
で
あ
っ
た
の
は
照
寧
四
年
正
月
辛
亥
(
『
長
編
』
倉
一
一
一
九
〉
か
ら
同
年
四
月
葵
酉
(
同
書
倉
一
一
一
一
一
一
〉
ま
で
で
あ
り
、

そ
の



か
っ
た
。
『
中
書
備
封
』
(
『
宋
曾
要
』
食
貨
二
|
八
、

た
だ
し
劉
庫
の
上
奏
の
如
く
音
調
停
等
の
州
の
奮
冶
が
復
興
さ
れ
た
の
で
は
な

『
通
考
』
巻
九
所
引
)
に
よ
る
と
、
河
東
は
銅
銭
銭
行
使
地
域
と
さ
れ
な
が
ら
、
鍛
鏡
監
は
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上
奏
が
照
寧
四
年
(
一

O
七
一
)
の
こ
と
で
あ
る
の
が
分
か
る
。

存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
劉
庫
の
在
任
期
聞
は
短
く
、
彼
の
上
奏
は
裁
可
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
貫
行
に
移
さ
れ
な
か
っ
た
か
、

或
い
は
質
施
さ
れ
た
が
間
も
な
く
止
め
ら
れ
、
後
に
他
路
か
ら
の
供
給
に
よ
る
織
銭
の
行
使
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
他
路
か
ら
の
鍛
錬
供
給
は
、
新
鋳
銭
の
投
入
と
い
う
恒
常
的
な
方
法
で
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
同
じ
く
『
中
書
備
封
』
に
よ
る
と
、

鍛
銭
を
鋳
造
す
る
の
は
四
川
と
快
西
の
み
で
あ
り
、

し
か
も
南
路
各
銭
監
の
鍛
銭
は
そ
れ
ぞ
れ
「
本
路
に
腰
副
」
さ
れ
た
と
あ
る
こ
と
、
河
東

で
流
通
し
た
鍛
錬
は
小
銭
で
あ
る
が
、
小
銭
を
鋳
造
す
る
鏡
監
は
威
遠
監
(
秦
鳳
路
通
遠
軍
)
と
治
山
鎮
(
秦
鳳
路
眠
州
)
の
二
監
で
、
鋳
造
額
も

(

臼

〉

あ
わ
せ
て
二
五
高
賞
作
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
記
銭
の
上
で
は
、
わ
ず
か
に
永
輿
軍
路
の
同
州
華
州
に
蓄
積
さ
れ
た
小
銭
四

O
寓
貫
が
河

(
白
山
)

東
に
輿
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
ほ
か
険
西
か
ら
民
間
ル
l
ト
に
よ
る
自
然
流
入
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
多
額
を
想
定
す
る
こ
と
は

(

白

山

)

で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
か
ら
、
蘇
轍
が
「
河
東
、
小
銭
銭
有
り
と
雄
も
、
然
れ
ど
も
数
日
極
め
て
少
な
し
」
と
い
う
の
も
う
な
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づ
け
る
。
現
貿
に
は
織
銭
の
流
通
を
放
任
し
た
だ
け
で
積
極
的
な
流
通
政
策
は
殆
ど
何
も
と
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

河

東

鍛

銭

は

照

寧

四

年

以

後

の

三

度

目

の

導

入

後

、

照

寧

九

年

ハ

一

O
七
六
)
知
太
原
府
韓
緯
は
言

再
び
私
鋳
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

う

二
に
日
く
、
織
銭
、
盗
鋳
す
る
者
贋
く
、
濫
雑
に
し
て
除
く
可
か
ら
ず
、
貧
民
尤
も
其
の
害
を
被
る
。
蓋
し
貧
民
は
日
求
の
嵐
に
A

一応にし

て
、
買
る
所
の
直
、
良
銭
は
五
分
を
過
ぎ
ず
、
査
に
之
を
捧
ぶ
に
暇
あ
ら
ん
や
。
其
れ
坐
買
よ
り
買
え
ば
、
則
ち
買
は
豪
多
く
、
速
筈
に

汲
汲
と
せ
ず
、

二
七
九
、
照
寧
九
年
十
二
月
丙
申
)

必
ず
其
の
濫
な
る
者
を
捧
去
し
、

失
う
所
は
率
ね
四
五
分
な
り
e

故
に
貧
者
日
び
に
盆
ま
す
困
し
む
な
り
。
(
『
長
編
』
巻

こ
れ
に
よ
る
と
、
私
銭
は
悪
鎮
で
あ
り
官
銭
と
一
見
し
て
巨
別
さ
れ
る
こ
と
、
富
者
と
賞
者
の
聞
に
撰
鏡
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
、
悪
銭
と
好

銭
は
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
ま
り
悪
質
な
私
銭
は
園
庫
通
用
力
の
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
富
者
に
も



逼
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
大
銭
の
護
行
が
な
か
っ
た
と
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
私
鋳
は
小
銭
で
お
き
た
こ
と
に
な
る
。
限
定
さ
れ

た
祉
舎
の
一
部
に
だ
け
通
用
す
る
私
鐸
悪
銭
の
存
在
理
由
は
、
快
西
と
同
様
、
嘗
時
の
一
般
的
朕
況
す
な
わ
ち
銭
荒
の
も
と
で
、
鍛
銭
の
低
い

生
産
費
が
銅
銭
で
は
な
く
鎖
銭
の
私
鋳
に
向
か
わ
せ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
韓
緯
の
言
は
先
の
事
情
を
勘
案
す
る
と
か
な
り
割
り

引
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
官
錦
織
銭
の
流
通
が
極
め
て
少
量
で
あ
っ
た
た
め
に
相
射
的
に
私
錆
銭
の
割
合
が
大
き
く
見
え
る
だ
け
で
あ
り
、

絶
叫
到
数
と
し
て
は
殆
ど
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
以
後
河
東
鍛
銭
に
閲
す
る
資
料
は
殆
ど
存
在
し
な
い
。
河
東
は
銅
織
銭
乗
用
地
域
で
あ
り
、
こ
れ
は
崇
寧
二
年
(
二

O
三
)
、
政
和
六

〈

印

)

年
(
一
一
一
六
)
の
時
貼
で
も
襲
わ
ら
な
い
が
、
嘗
地
の
鍛
錬
の
遁
賃
金
瞳
に
も
つ
意
味
に
さ
ほ
ど
重
要
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
と

も
と
の
鍛
錬
導
入
の
主
目
的
(
開
中
軍
費
の
援
助
〉
が
放
棄
さ
れ
た
以
上
、
河
東
内
に
鍛
錬
を
大
量
に
導
入
す
る
必
然
性
は
大
し
て
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
何
よ
り
も
資
料
の
な
い
こ
と
が
そ
れ
を
雄
捧
に
物
語
っ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
河
東
に
お
け
る
識
銭
問
題
は
、
導
入
の
動
機
、
時
期
、
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慶
暦
年
聞
の
庭
債
な
ど
快
西
と
共
通
す
る
面
も
あ
る
が
、
流
通
額
、
貨
幣
の
種
類
、
私
鋒
扶
況
、
及
び
そ
れ
に
劃
す
る
政
府
の
針
策
は
快
西
と

は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
銅
銭
専
用
地
域
に
近
い
朕
況
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
快
西
と
河
東
の
鍛
銭
問
題
の
背
景
の
遣
い
と
し
て
見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
情
に
慣
れ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
軍
隊
の
配
置
朕
況

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
慶
暦
初
年
に
お
け
る
南
地
域
の
鍛
鎮
護
行
は
西
北
謹
の
軍
事
費
を
ま
か
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
軍
糧
獲
得
の
た
め
の

大
量
放
出
、
そ
れ
と
見
合
っ
た
回
牧
が
可
能
で
あ
れ
ば
鍛
銭
の
信
用
は
高
ま
る
。
南
地
域
に
お
け
る
兵
員
の
配
置
は
、
禁
軍
は
仁
宗
の
こ
ろ
、

快
西
三
二
九
指
揮
(
一
指
揮
五
O
O人
と
し
て
一
六
四
五
O
O人
)
、
河
東
一
六

O
指
揮
(
八
0
0
0
0人
〉
、
賄
軍
は
照
寧
以
後
の
制
で
映
西
は
一
一

(
印
)

一
指
揮
(
二
O
五
六
三
人
)
、
河
東
は
五
二
指
揮
(
一
二
四
一

O
)
で
あ
っ
た
。
陳
西
の
兵
員
は
河
東
の
ほ
ぼ
二
倍
、
人
数
に
し
て
約
九
高
人
多
く

配
置
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
張
方
卒
の
言
う
よ
う
に
、
兵
員
一
人
嘗
た
り
年
卒
均
五

O
貫
の
圏
庫
支
出
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
養
兵
だ
け
で
快
西

〈

叩

)

河
東
で
約
四
五

O
高
貫
の
現
銭
が
動
く
こ
と
に
な
る
。

で
約
九

O
O寓
貫
、

さ
ら
に
賓
元
元
年
(
一

O
三
八
〉
用
兵
以
前
に
お
け
る
沿
溢
路
分

553 

の
歳
入
と
歳
出
は
、
快
西
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
七
八
高
(
複
合
軍
位
1

以
下
同
じ
)
と
一
五
五
一
高
、
河
東
で
は
一

O
三
人
寓
(
歳
入
)
と
八
五
九
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甘
問
(
歳
出
)
で
あ
っ
た
が
、

用
兵
後
は
快
西
で
三
三
九

O
寓
(
戯
入
)
と
三
三
六
三
高
(
歳
出
)
、

(

九

)

(
歳
出
)
に
増
大
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
園
家
的
支
携
手
段
と
し
て
の
機
能
が
栄
代
貨
幣
の
信
用
の
基
礎
な
の
で
あ
る
か
ら
、

河
東
で
一
一
七
六
蔦
(
歳
入
)
と
一
三

O
三
高

か
か
る
機

能
が
よ
り
大
規
模
に
護
揮
さ
れ
る
快
西
の
方
が
貨
幣
の
信
用
も
よ
り
確
固
た
る
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
支
出
は
銅
銭
銭
と
も

銭
銭
の
民
間
比
僚
〉
、

河
東
に
お
け
る
鍛
銭
導
入
の
事
質
上
の
放
棄
は
、

侠
西
に
お
け
る
多
額
の
餓
銭
流
通
と
そ
の
信
用
の
高
さ
(
比
較
的
等
僚
に
近
い
銅

こ
う
し
た
軍
事
に
よ
る
貨
幣
の
出
入
に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考

に
用
い
ら
れ
る
が
、
鍛
銭
へ
の
依
存
は
快
西
の
方
が
大
き
い
。

え
る
。

結

一語

本
稿
は
快
西
・
河
東
を
封
象
に
宋
代
の
織
銭
問
題
を
論
じ
た
。
以
下
、
銅
銭
と
比
較
し
つ
つ
論
貼
を
整
理
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る

宋
代
貨
幣
経
済
の
特
質
の
一
端
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
鍛
銭
の
私
鰭
費
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
銅
銭
と
同
じ
く
、
私
鋳
が
可
能
か
ど
う

か
の
採
算
、
大
銭
と
小
銭
の
併
用
、
造
幣
権
、
通
貨
の
不
足
、
官
銭
の
信
用
、

の
五
つ
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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採
算
率
の
問
題
で
は
、
最
も
低
い
映
西
小
銭
の
場
合
で
は
必
ず
し
も
私
鋳
を
誘
設
す
る
値
で
は
な
か
っ
た
が
、
河
東
小
銭
は
百
数
十

1
三
百

%
に
及
び
、
大
銭
と
な
る
と
さ
ら
に
鋳
造
自
韓
に
大
き
な
利
潤
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
採
算
率
が
高
か
っ
た
最
大
の
理
由
は
鍛
材
の
低
廉

さ
に
あ
り
、
こ
れ
に
は
織
の
禁
権
が
不
十
分
で
あ
っ
た
事
情
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
。
大
鏡
と
く
に
嘗
十
銭
と
小
銭
の
併
用
は
銅
銭
に
お
い

て
も
大
銭
の
私
鋳
を
誘
護
し
た
が
、
鍛
銭
に
あ
っ
て
は
採
算
率
が
高
い
だ
け
に
レ
っ
そ
う
激
し
い
大
銭
の
私
鋳
を
引
き
起
こ
し
た
。
銅
鎮
で
確

立
し
た
園
家
の
造
幣
植
は
、
織
銭
で
は
必
ず
し
も
排
他
的
に
は
堅
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
通
貨
の
不
足
が
私
鋳
銭
を
生
み
出
す
こ
と
は

銅
銭
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
私
鋳
さ
れ
る
織
銭
は
悪
質
な
も
の
で
、
初
め
か
ら
園
庫
へ
の
通
用
が
期
待
さ
れ
て
お
ら
ず
、
社
舎
内
部
で
の

み
、
通
用
し
た
。
官
銭
の
信
用
の
問
題
は
、
重
量
の
減
少
・粗
雑
な
作
り
が
と
き
に
は
見
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
や
は
り
私
鋳
を
惹
起
し
た
。

以
上
は
銅
銭
と
共
通
す
る
私
鋳
誘
設
の
要
素
で
あ
る
が
、
織
銭
だ
け
に
か
か
わ
る
事
態
も
存
在
す
る
。
ま
ず
銅
銭
と
鎖
鎮
の
併
用
は
、
両
者



の
比
債
に
よ
っ
て
は
生
産
費
の
低
い
識
銭
の
私
鋳
を
引
き
起
こ
す
。
快
西
に
お
け
る
慶
暦
八
年
、
嘉
祐
三
年
の
一
割
三
な
ら
、
こ
の
面
で
の
私

鐸
誘
瑳
の
動
機
は
か
な
り
抑
制
さ
れ
た
が
、
園
家
が
最
も
鍛
銭
に
財
政
的
期
待
を
抱
い
た
慶
暦
初
年
、
照
寧
末
の
比
債
は
等
質
で
あ
っ
た
。
等

債
な
ら
私
鐸
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
鍛
錬
の
信
用
に
か
か
わ
る
決
定
的
な
事
態
は
、
銅
銭
と
異
な
り
織
銭
は
通
用
地
域
が
限
定
さ
れ

全
園
貨
幣
と
な
る
遁
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
地
方
通
貨
と
い
う
性
格
は
空
間
的
に
一
般
的
交
換
手
段
と
し
て
は
た
ら
く
機
能
を
損

な
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
銅
銭
の
よ
う
な
絶
大
な
信
用
を
保
持
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。

織
銭
と
銅
銭
の
併
用
お
よ
び
織
銭
の
地
方
通
貨
と
い
う
性
格
は
、
宋
代
の
貨
幣
鰹
慣
に
特
有
の
規
定
性
を
付
興
す
る
。
第
一
に
、
銅
銭
銭
の

併
用
は
必
然
的
に
貨
幣
使
用
の
分
裂
な
い
し
債
格
の
多
重
性
を
引
き
起
こ
す
。
比
債
が
等
債
で
な
い
場
合
は
、
銅
銭
に
よ
る
債
格
と
鍛
銭
に
よ

る
債
格
が
一
致
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
比
慣
が
一
劉
三
の
と
き
、
銅
銭
で
百
文
の
商
品
は
鍛
銭
で
は
三
百
文
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
逆
に
等
債
の
場
合
は
私
鋳
を
売
れ
な
い
。
園
庫
に
通
用
す
る
私
鋳
好
銭
は
官
銭
と
同
じ
扱
い
だ
か
ら
官
民
聞
の
支
携
関
係
で
は
債
格

の
分
裂
は
起
こ
ら
な
い
が
、
民
開
市
場
で
は
濁
自
の
債
格
を
形
成
す
る
。
闇
庫
に
通
用
し
な
い
私
錆
悪
銭
も
ま
た
、
民
間
市
場
で
濁
自
の
債
格

を
形
成
す
る
。
例
え
ば
大
小
銅
鏡
、
大
小
銭
鏡
、
好
悪
私
鋳
銭
が
同
時
に
通
用
し
た
快
西
で
は
、
至
和
以
降
の
こ
と
と
し
て
、
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豪
宗
富
室
、
争
っ
て
大
小
銅
銭
と
奮
大
鍛
錬
を
蓄
え
、
故
に
在
市
の
買
買
、
六
等
に
細
分
す
。
小
銅
銭
を
以
て
一
等
と
鴛
し
、
奮
鋳
の
至

和
識
銭
を
一
等
と
矯
し
、
新
鋳
の
折
二
銭
銭
を
一
等
と
魚
し
、
私
鋳
の
拐
郭
全
備
銭
を
一
等
と
篤
し
、
私
錆
の
睦
闘
怯
簿
銭
を
一
紘
一
寸
と
帰

す
。
ハ
『
長
編
』
巻
五
一
二
、
元
符
二
年
七
月
美
卯
)

と
あ
る
よ
う
に
、
六
遁
り
の
債
格
が
存
在
し
た
と
い
う
(
引
用
で
は
五
通
り
し
か
な
い
)
。
か
か
る
貨
幣
の
分
裂
・
債
格
の
多
重
性
は
、
銅
織
と
い

う
素
材
の
相
違
、
銭
の
大
き
さ
の
相
違
、
官
私
と
い
う
鋳
造
者
の
相
違
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
素
材

・
大
き
さ
・
鋳
造
者
が
異
な
れ
ば

ハ
η
)

異
種
の
貨
幣
と
な
る
の
で
あ
る
。
銅
銭
は
引
用
文
に
も
現
れ
な
い
よ
う
に
嘗
時
は
債
格
の
多
重
荏
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
鍛

錬
の
導
入
と
そ
れ
に
よ
る
私
鋳
の
誘
護
は
銅
銭
だ
け
な
ら
か
な
り
の
程
度
で
維
持
し
う
る
債
格
瞳
系
の
統
一
性
を
一
気
に
崩
し
て
複
雑
化
し
で

555 

し
ま
う
の
で
あ
る
。
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第
二
に
、

四
川
を
除
い
て
全
固
に
重
一
的
に
逼
用
し
、

ま
た
経
済
の
い
か
な
る
局
面
で
も
通
用
し
た
銅
銭
は
、
孤
立
分
散
的
な
農
村
市
場
を

ま
た
様
々
な
経
済
朕
態
に
あ
る
各
地
方
に
統

一
的
な
統
治
を
施
行
す
る
た
め
の
媒
介
と
し
て
機
能
し
た
。

全
園
的
物
流
シ
ス
テ
ム
に
組
織
し
、

こ
れ
に
劃
し
て
鍛
銭
は
地
域
的
に
重
一
性
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
快
西
で
は
主
要
に
大
鍛
銭
が
、
河
東
で
は
小
織
銭
が
通
用
す
る
扶
況
は
雨

地
域
が
鎖
銭
行
使
地
域
で
あ
る
黙
で
共
通
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
貫
に
は
異
な
る
種
類
の
貨
幣
が
通
用
し
て
い
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
大

小
織
銭
が
同
一
の
封
象
に
同
一

の
債
格
を
輿
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
一
商
品
流
通
に
と
っ
て
障
害
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
貼
に
闘
し
て
北

宋
の
嘗
路
者
が
認
識
し
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
か
ら
、
む
し
ろ
政
府
は
識
銭
の
種
類
を
襲
え
る
こ
と
で
南
地
域
の
経
済
を
明
確
に
匝
別
し
て
い

か
か
る
意
味
で
、
銅
銭
の
重
一
的
行
使
に
劃
す
る
鍛
銭
の
路
分
(
侠
西

・
河
東
・
四
川
〉
ご
と
の
分
裂
的
行
使

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

は
地
域
経
済
の
濁
自
性
を
代
表
す
る
も
の
と
も
い
え
る
。
だ
が
し
か
し
鍛
錬
の
大
小
別
・
官
私
別
の
分
裂
的
行
使
は
同
一
地
域
内
の
経
済
に
混

範
を
引
き
起
こ
す
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
黙
で
鍛
銭
は
銅
銭
に
よ
る
祉
曾
統
合
を
阻
碍
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
来
、
識
銭
の
意
義
は
慶
暦
・照
寧

の
本
格
的
な
導
入
時
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
軍
事
財
政
の
扱
大
に
あ
っ
た
が
、

(

乃

)

い
た
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
に
鍛
銭
の
導
入
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
宋
朝
の
銅
銭
を
中
一
核
と
す
る
貨
幣
瞳
系
の
撹
飢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
銅
銭
瞳
系
の
保
護
(
銅
銭
の
圏
外
流
出
の
防
止
)
も
捨
っ
て
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こ
う
し
て
織
銭
は
銅
銭
盟
系
に
射
し
て
保
護
と
撹
凱
と
レ
う
南
義
性
を
有
し
て
い
た
が
、
営
初
の
目
的
で
あ
っ
た
北
漫
財
政
の
抜
大
に
と
っ

て
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
北
宋
末
銅
銭
の
生
産
が
鈍
る
に
つ
れ
て
一
一
層
そ
の
役
割
を
増
大
し
た
。
察
京
は
か
く
て
財
政
牧
入
の
確
保
の
た

め
識
錨
を
南
中
園
に
機
大
し
た
が
、

そ
の
際
路
分
ご
と
に
種
類
を
異
に
す
る
分
裂
的
行
使
を
採
用
せ
ず
大
鐘
(
折
二
銭
)
で
統
一
し
た
。

v
」
」こ

に
は
鍛
銭
の
全
園
貨
幣
化
の
意
闘
が
明
白
に
現
れ
て
い
る
。
だ
が
、
結
局
は
東
南
地
方
と
西
北
港
の
聞
に
空
白
地
帯
を
お
か
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
国
的
物
流
を
捨
え
な
い
鎖
銭
の
限
界
と
、
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
財
政
顕
大
の
役
割
を
端
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
銅
銭
に
代
わ
る
全
園
逼
貨
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
本
来
の
鍛
銭
で
は
な
く
、
全
く
新
し
い
貨
幣
を
導
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

織
銭
が
吐
曾
統
合
の
媒
介
と
な
り
え
な
い
理
由
は
要
す
る
に
銅
銭
の
存
在
に
あ
る
。
銅
銭
が
存
在
す
る
以
上
、

し
か
も
財
政
上
の
必
要
か
ら



銅
鐘
と
同
じ
債
値
を
も
っ
貨
幣
(
等
債
)
と
す
る
以
上
、

の
貨
幣
は
、
統
一
的
な
債
値
瞳
系
を
形
成
す
る
た
め
一
種
類
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

生
産
費
の
低
い
貨
幣
は
私
鋳
を
売
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

社
舎
統
合
の
媒
介
と
し
て

ま
た
従
来
と
は
素
材
を
異
に
す
る
新
規
の
貨
幣
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
北
宋
末
、
銅
銭
が
相
鴬
量
流
通
す
る
傑
件
下
で
護
行
さ
れ
た
爽
錫
鏡
、
南
宋
期
銅
鎮
の
減
少
し
た
傑
件
下
で
護
行
さ
れ
た

舎
子
、
元
代
銅
銭
が
公
的
に
は
殆
ど
鋳
造
護
行
さ
れ
な
か
っ
た
燦
件
下
で
の
交
紗
は
、
い
ず
れ
も
全
園
通
貨
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
順
に
銅
銭
流

か
わ
っ
て
新
し
い
貨
幣
は
全
園
遁
貨
と
し
て
の
機
能
を
よ
り
強
め
て
ゆ
く
。
と
す
る
と
北
宋
末
に
お
け
る
爽
錫
銭
鰹
制
は
、

銅
銭
瞳
制
に
陰
り
が
見
え
始
め
た
時
期
に
宋
朝
が
選
揮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
必
然
の
政
策
で
あ
り
、
南
宋
の
舎
子
を
へ
て
、
後
に
全
園
通
貨

通
量
は
減
少
し
、

と
し
て
完
成
す
る
交
紗
に
道
を
聞
い
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

最
後
に
宋
代
貨
幣
の
債
値
設
定
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
ま
ず
異
種
貨
幣
で
あ
る
銅
銭
と
鍛
銭
の
債
値
関
係
で
は
、
日
野
氏
は
公
定

比
債
は
民
間
比
慣
に
ひ
き
づ
ら
れ
て
細
か
く
襲
動
す
る
と
見
(
四
一
八
頁
)
、
加
藤
氏
は
公
定
比
債
の
固
定
性
を
主
張
す
る
(
一
三
八
頁
)
。
こ
の

問
題
は
い
っ
た
い
比
債
は
何
で
決
ま
る
の
か
、
及
び
公
定
比
債
と
民
間
比
債
で
は
ど
ち
ら
が
優
位
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿
の

論
誼
で
は
、
公
定
比
債
は
一
時
期
(
慶
暦
八
年
、
嘉
祐
三
年
J
照
寧
八
年
)
を
の
ぞ
い
て
等
債
で
あ
る
か
ら
、
銅
銭
銭
の
需
給
関
係
で
は
決
ま
ら
な

- 23ー

ま
た
銅
銭
銭
そ
れ
ぞ
れ
の
金
属
素
材
の
債
値
に
も
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
(
仮
に
貨
幣
償
値
が
金
属
素
材
の
債
値
に

(

叫

)

規
定
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
比
債
は
一
針
四
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
)
、

い
こ
と
、

園
家
が
擢
カ
的
に
任
意
に
興
え
た
も
の
と
結
論
で
き
る
。

そ
し
て
民
間
比
債
が
公
定
比
債
に
制
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

照
寧
以
後
の
民
間
比
債
が
結
局
は
公
定
比
債
に
近
い
一
封
一
な
い
し
一
封
二
の

済
を
完
全
に
は
律
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、

聞
で
殆
ど
推
移
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
民
開
比
債
が
か
な
り
襲
動
し
た
こ
と
は
事
責
で
あ
り
、
そ
れ
は
公
定
比
債
が
民
閉
経

(

符

)

し
か
し
大
局
的
に
み
る
と
公
定
比
債
の
優
位
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
決

に
同
種
の
貨
幣
の
大
小
関
係
に
お
い
て
も
、
園
家
に
よ
る
貨
幣
債
値
の
公
定
の
優
位
性
は
同
じ
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
。
慶
暦
八
年
、
大
鍛
銭
が
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嘗
三
に
抜
き
打
ち
的
に
庭
債
さ
れ
た
と
き
、
民
衆
に
破
産
失
業
す
る
も
の
が
多
く
自
殺
者
も
出
た
と
あ
る
の
は
、
園
家
の
興
え
る
大
鎮
の
債
値

(
%
)
 

と
は
別
に
民
開
濁
自
の
大
小
銭
比
債
が
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
貨
幣
の
債
値
は
園
家
が
政
策
的
に
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設
定
す
る
の
で
あ
る
。

註
本
稿
引
用
文
献
の
略
裕
、
『
宋
曾
要
綿
稿
』
↓
『
宋
禽
要
』
、
『
綴
資
治
通

鑑
長
編
』
↓
『
長
編
』
、
『
文
献
通
考
』
↓
『
遁
考
』
、
李
藍
『
白
星
宋
十
朝
綱

要
』
↓
『
綱
要
』
、
陳
均
『
自
主
朝
編
年
網
目
備
要
』
↓
『
備
要
』

(

1

)

宮
津
「
北
宋
の
財
政
と
貨
懲
経
済
L

(

「
中
園
専
制
園
家
と
杜
曾
統
合

|
|
中
園
史
像
の
再
構
成
H
|
|
』
一
九
九
O
年
)
。

(

2

)

宮
津
「
唐
宋
時
代
に
お
け
る
銅
銭
の
私
鋳
」
(
『
中
園
近
世
の
法
制
と

社
曾
』
一
九
九
三
年
)
。
な
お
本
稿
で
銅
銭
に
言
及
す
る
と
き
は
、
ほ

ぼ
こ
の
論
文
に
よ
る
。

(

3

)

宮
津
「
宋
代
四
川
の
鍛
銭
問
題
」
(
『柳
田
節
子
先
生
古
稀
記
念
論
集

中
閣
の
傍
統
枇
舎
と
家
族
』

一
九
九
三
年
)
。

(

4

)

日
野
「
北
宋
時
代
に
於
け
る
銅
銭
銭
の
鋳
造
額
に
就
い
て
」
(
『
史
筆

雑
誌
』
四
六
|
て
一
九
三
五
年
)
、
「
北
宋
時
代
に
於
け
る
銅

・
鍛
の

産
出
額
に
就
い
て
」
(
『
東
洋
皐
報
』
一
一
一
一
l
i

て
一
九
三
五
年
)
、
「
北

宋
時
代
に
於
け
る
銅
銭
銭
の
需
給
に
就
い
て
」
(
『
歴
史
皐
研
究
』
六
|

五
・
六

・
七
、
一
九
三
六
年
)
、
「
北
宋
時
代
に
於
け
る
銅
銭
銭
行
使
地

域
登
定
策
に
就
い
て
」
(
『
東
洋
息
子
報
』
二
四
|
一
・
二
、
一
九
一
一
一
六
・

三
七
年
)
、
以
上
い
ず
れ
も
『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
翠
論
集
』
第
六
巻
、

一
九
八
三
年
、
所
枚
。
以
下
日
野
氏
の
論
考
の
参
照
は
著
書
に
よ
る
。

宮
崎
『
五
代
宋
初
の
通
貨
問
題
』
一
九
四
三
年
。
加
藤
『
中
園
貨
幣
史

研
究
』
一
九
九
一
年
。
な
お
本
稿
で
日
野
・
宮
崎
・
加
藤
氏
を
参
照
す

る
場
合
、
上
記
の
著
書
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
日
野
O
O
頁
」
或
い

は
患
に

「
O
O頁
」
と
略
記
す
る。

(
5
)

例
え
ば
『
侠
西
金
融
増
刊
〈
銭
幣
専
輯
(
六
)
〉
』
こ
九
八
七
年
)

に
は
「
侠
西
出
土
北
宋
銭
銭
奪
題
討
論
」
の
特
集
が
あ
る
。

(

6

)

例
え
ば
、
閣
一
踊
萎
「
侠
西
北
宋
銭
銭
」
(
『
中
園
銭
幣
』
一
九
九
O
|

四)。

(

7

)

第
一
一
誌
の
根
援
は
、

-
詔
、
険
西
諸
路
、
自
租
宗
以
来
、
行
使
銭
銭
。
(
『
建
炎
以
来
繋
年

要
録
』
倉
一
一
一
二
、
紹
興
九
年
八
月
己
巳
)

・
教
、
祖
宗
以
来
、
関
侠
之
開
、
鼓
鍛
篤
幣
、
民
習
安
之
。

(
許
翰

『
裂
陵
文
集
』
巻
て
知
延
安
府
劉
延
欝
鵜
官
制
)

-
太
卒
輿
園
二
年
二
月
、
詔
宮
牧
民
閲
鍛
銭
鋳
鴛
曲
環
器
、
以
給
江
北

流
民
之
錦
附
者
、
於
是
江
南
鍛
銭
蜜
笑
。
然
川
局

・
侠
西
用
之
如

故
。
(
王
株
『
燕
努
話
謀
鍛
』
巻
一
二
)

な
ど
。
但
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
同
時
代
資
料
で
は
な
い
。
第
二
設
の

根
擦
は
、

・
初
令
侠
西
行
銭
銭
、

未
抽
出
、
弁
河
東
亦
行
之
。
(
『
綱
要
』
巻
五
、

慶
暦
元
年
九
月
壬
子
、
司
馬
光
『
稽
古
銭
』
各
二
O
も
同
文
)

(

8

)

以
上
の
論
貼
は
、
閣
註
(

6

)

論
文
に
よ
る
。

(
9
〉
第
一
設
を
と
る
論
者
の
依
摘
録
す
る
資
料
と
し
て
『
宋
史
』
径
二
九

三
、
張
詠
俸
の
「
舎
詔
、
川
快
諾
州
、
参
用
銅
餓
鋭
、
一
徳
銅
銭
二
百
餓

銭
十
。
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
こ
の
詔
の
繋
年
は
宮
崎
一
一
一
一
五
頁
の

- 24ー
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考
設
に
よ
る
と
、
淳
化
五
年
で
あ
り
、
慶
暦
以
前
の
険
西
に
お
け
る
銭

銭
流
通
と
針
銅
銭
公
定
比
債
を
記
す
数
少
な
い
同
時
代
資
料
で
あ
っ

て
、
は
な
は
だ
貴
重
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
詔
の
「
川
侠
」
と
い
う
表

現
は
「
川
峡
」
の
誤
り
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
一
般
的
に
宋
代
資
料
に
み
え
る
川
侠
と
川
峡
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
梅
原
郁
「
青
唐
の
馬
と
四
川
の
茶

l
!北
宋
時
代
四
川
茶
法
の
展

開
|
|
」
(
『
東
方
皐
報
』
京
都
四
五
、
一
九
七
三
年
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。
こ
の
張
一
詠
停
の
記
事
に
つ
い
て
い
う
と
『
玉
海
』
巻
一
八

O
、
淳

化
鋳
銭
議
に
、

(
淳
化
〉
五
年
正
月
庚
申
、
(
越
)
安
易
復
請
鋳
(
嘗
十
銭
銭
〉
。

-
帝
不
従
、
但
令
南
川
以
銅
銭
一
首
餓
銭
十
。
民
頗
便
之
。

と
あ
り
、
ま
た
『
宋
史
』
各
一
八

O
、
食
貨
士
山
に
、

(
淳
化
)
五
年
、
安
易
復
請
、
不
許
、
第
令
川
峡
仰
以
銅
銭
一
首

銭
銭
十
。

と
あ
っ
て
、
淳
化
五
年
、
四
川
で
銅
銭
銭
比
債
一
割
一

O
が
公
定
さ
れ

た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
玉
海
』
・
『
宋
史
』
食
貨
志
と
『
宋
史
』

張
一
詠
俸
の
記
事
が
同
一
の
も
の
と
す
る
と
、
『
宋
史
』
張
、
詠
俸
の
「
川

険
」
は
「
川
峡
」
の
誤
り
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
補
註
参
照
。

(
凶
〉
註
(

7

)

の
『
綱
要
』
『
稽
古
録
』
を
参
照
。

(
日
〉
『
長
編
』
巻
五
一
二
、
元
符
二
年
七
月
笑
卯
、
章
糞
の
上
奏
に
侠
西

大
鍛
銭
の
沿
革
を
の
ベ
て
、
「
其
文
自
重
賓
、
毎
一
大
銭
折
十
小
銭
。

盗
鋳
之
姦
、
自
此
得
利
、
官
司
所
獲
無
幾
。
而
重
賓
己
布
満
民
関
、
裁

断
重
降
、
不
知
其
幾
何
。
朝
廷
患
之
、
以
折
十
大
銭
殺
気
折
五
。
盗
鋳

不
己
、
叉
殺
魚
折
三
。
所
獲
之
利
猶
博
、
刑
院
叶
向
多
。
不
得
巴
而
以
一

大
銭
折
二
小
銭
、
盗
鋳
絢
息
。
」
と
い
う
。
但
し
註
(
ロ
)
で
は
嘗
十
が

直
ち
に
嘗
三
に
獲
更
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
本
註
の
「
折
五
」

は
元
符
年
開
に
章
楽
が
言
及
し
た
も
の
、
註
(
臼
)
は
李
熊
が
紋
況
を
説

明
し
た
部
分
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
蛍
十
の
嘗
五
へ
の
第
更
、
あ
る
い

は
蛍
十
の
蛍
一
一
一
へ
の
襲
更
の
何
れ
も
が
、
詔
殺
な
ど
直
接
に
設
援
だ
て

る
資
料
を
紋
く
。
木
稿
で
は
一
懸
賞
五
の
段
階
を
へ
た
と
見
な
し
て
お

J
《
、

(
ロ
)
『
長
編
』
各
一
七
二
、
皇
踊
四
年
二
月
庚
辰
。
「
慶
暦
末
、
(
縛
)
永

自
梓
州
路
持
運
使
移
侠
西
(
慶
暦
八
年
正
月
、
自
梓
州
徒
)
。
時
開
中

用
折
十
銭
銭
、
盗
鋳
不
可
勝
計
、
公
私
患
之
、
永
献
策
請
努
銭
法
。
至

境
、
間
民
所
乏
、
貸
以
種
糧
銭
、
令
姿
熱
納
償
、
而
薄
取
其
息
、
民
大

悦
。
永
霊
激
州
豚
、
凡
散
二
百
八
十
蔦
縮
、
大
銭
悉
蓋
、
乃
以
開
。
日

間
割
姐
劉
剖
1
割
判
制
1
凶
州
劇
鍋
司
副
刑
制
倒
〕i

、
民
出
不
意
、
破

産
失
業
自
経
死
者
甚
衆
、
而
盗
鋳
亦
以
衰
止
。
:
・
、
(
:
・
:
按
努
法

在
慶
暦
八
年
六
月
)
」

(
日
)
『
綱
要
』
巻
六
、
慶
暦
八
年
六
月
丙
申
、
『
玉
海
』
径
一
八

O
、
同

年
同
月
乙
未
僚
に
「
初
令
侠
西
以
大
銅
銭
一
嘗
小
銭
三
、
小
銭
銭
三
蛍

銅
銭
一
。
」
と
あ
る
記
事
と
註
(
ロ
)
『
長
編
』
の
傍
線
部
分
の
記
事
を

あ
わ
せ
る
と
、
大
銅
銭
、
小
銅
銭
、
大
餓
銭
、
小
銭
銭
の
比
債
は
、
一

針
三
樹
三
劉
九
と
な
る
。
従
っ
て
こ
の
時
貼
に
お
け
る
大
銅
銭
と
小
銭

銭
の
比
債
は

一
封
九
で
あ
り
、

賞
初
の

一
封
一

O
と
比
べ
る
と
銭
銭
の

相
場
が
少
し
上
昇
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
大
銅
銭
(
嘗
十
〉
の

蛍
三
へ
の
舞
更
に
よ
る
。

と
こ
ろ
で
加
藤
氏
は
慶
暦
の
新
銀
銭
と
銅
銭
は
等
債
で
あ
り
、
以
後

こ
れ
が
縫
承
さ
れ
紳
宗
朝
・
哲
宗
朝
に
至
っ
た
と
述
べ
て
い
る
(
三
一
二

八
頁
)
。
た
だ
し
二
八
一
一
良
以
下
に
は
銅
銭
銭
比
債
の
獲
更
を
述
ベ
、

- 25ー
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氏
の
考
え
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
慶
暦
-初
年
の
等
債
に

つ
い
て
は
加
藤
氏
に
異
論
は
な
い
が
、
そ
の
根
援
に
、

首
時
大
銭
、
鼓
鋭
利
巧
、
磨
鍵
山
白
楊
郭
、
一
一
如
法
、
・
・
・
、
則

餓
銭
銅
銭
、
市
債
無
二
。
(
『
長
編
』
各
五
一
二
、
元
符
二
年
七
月

葵
卯
、
一
章
築
の
上
奏
)

と
、
註
(
何
)
の
蘇
轍
の
上
奏
と
を
翠
げ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
。
前
者

は
至
和
(
一
O
五
四
J
五
五
)
以
後
の
記
事
の
直
前
に
位
置
す
る
こ
と

か
ら
加
藤
氏
は
至
和
以
前
の
こ
と
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
貸
は
こ
の
記
事

は
註
(
日
)
引
用
文
の
後
に
位
置
し
て
い
る
。
大
銭
が
折
二
に
第
更
さ
れ

た
の
は
嘉
樹
四
年
(
一

O
五
九
)
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
(
後
文
参
照
)
、

こ
の
場
合
は
嘉
砧
以
後
の
こ
と
と
な
っ
て
至
和
以
前
と
い
う
の
と
矛
盾

す
る
。
つ
ま
り
も
と
も
と
一
章
楽
の
上
奏
の
中
で
記
述
が
正
し
く
年
代
順

に
鐙
ん
で
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
記
事
に
い
う
蛍
時
が
い
つ
か
は
記

事
の
配
列
か
ら
決
め
が
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
皇
耐
か
ら
嘉
稀
に
か

け
て
の
あ
る
時
黙
で
あ
る
こ
と
は
確
貸
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
私
は

「
鼓
鍛
精
巧
、
謄
鍬
皆
既
叩
郭
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
註
ハ
凹
)
に
あ
る
至

和
の
蛍
三
銭
の
可
能
性
が
高
い
と
思
う
。
ま
た
蘇
轍
の
上
奏
は
元
耐
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
慶
暦
八
年
と
嘉
祐
三
年
に
等
債
で
な
く
な
っ
た
こ
と

は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
慶
暦
以
後
の
資
料
を
慶
暦
初
年
に
遡
ら
せ
て
根

嬢
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
凶
)
『
備
要
』
各
二
二
、
慶
暦
八
年
七
月
。
「
罷
鋒
侠
西
鍛
銭
。
」

(
日
)
包
掻
『
孝
市
川
包
公
奏
議
』
径
七
、
請
箆
同
州
韓
城
豚
鍛
冶
務
人
戸
。

こ
の
上
奏
は
孔
繁
敏
『
包
怒
年
譜
』
(
一
九
八
六
年
〉
に
よ
る
と
、
慶

暦
八
年
夏
、
包
怒
の
険
西
柚
開
運
使
離
任
ま
も
な
い
時
の
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
『
孝
粛
包
公
奏
議
』
各
七
、
請
罷
同
州
欝
城
豚
鍛
冶
務
人
戸
。
「
雄

自
来
官
禁
烹
煉、

彼
中
私
官
民
甚
多
。
」
「
白
来
」
と
は
何
時
を
さ
す
か
明

確
で
な
い
が
、
鍛
銭
の
本
格
的
導
入
の
慶
暦
元
年
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い

と
推
測
す
る
。

な
お
北
宋
の
権
鍛
に
つ
い
て
、
日
野
氏
は
北
宋
末
の
二
回
の
権
鍛
の

ほ
か
元
堕
末
に
京
東
で
施
行
さ
れ
た
も
の
を
合
わ
せ
て
合
計
三
回
と
す

る
(
三
一
三
ニ
J
三
三
八
頁
)
。

し
か
し
銭
器
・
鍛
材
の
生
産
販
頁
の
禁

止
は
三
回
だ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
各
地
域
で
必
要
に
師
応
じ
て
施
行

さ
れ
、
必
ず
し
も
記
録
に
す
べ
て
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

ろ
う
。
侠
西
に
関
し
て
は
包
怒
の
上
奏
文
以
外
に
、
文
彦
博
が
至
和
二

年
(
一

O
五
五
〉
に
、

欲
乞
令
険
西
鶴
運
使
、
依
河
東
路
事
佳
監
査
、
権
住
鍛
冶
三
五
年
。

或
恐
傷
冶
戸
、
即
官
接
数
年
増
起
銭
償
、
公
私
有
利
、
侠
銭
法
卒

定
、
即
弛
鍛
禁
。
(
『
泌
公
文
集
』
倉
一
七
、
奏
侠
西
餓
銭
事
)

と
、
河
東
に
な
ら
っ
て
侠
西
に
も
「
鍛
禁
」
を
導
入
す
る
こ
と
を
主
張

し
た
。
文
彦
博
の
い
う
「
鍛
禁
」
が
包
髭
の
言
と
同
じ
内
容
を
含
む
と

す
る
と
、
慶
暦
八
年
以
後
の
あ
る
時
黙
で
、
鍛
禁
は
解
除
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
但
し
こ
の
上
奏
、
か
裁
可
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
剣
明
し
な

い
。
し
か
し
ま
た
嘉
祐
三
年
(
一

O
五
八
)
十
二
月
乙
巳
、
三
司
が

「
権
鍛
」
の
施
行
を
上
奏
し
た
の
に
針
し
、
侠
西
縛
運
使
曹
穎
叔
が
反

射
し
と
り
や
め
に
な
っ
た
記
事
が
あ
る
の
で
(
『
長
編
』
径
一
八
八
)
、

嘉
一
町
三
年
の
時
黙
で
は

「権
鍛
」
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
権
餓
」

「
鍛
禁
」
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
か
と
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
銭
銭
の

行
使
に
あ
た
っ
て
政
府
は
何
ら
か
の
形
で
鍛
を
統
制
し
よ
う
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
銭
が
農
具
等
の
製
作
上
必
要
な
も
の
で
あ
る
以

上
、
厳
格
な
統
制
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
長
期
に
わ
た
っ
て
施
行
さ
れ

26ー
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な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
貧
放
は
あ
ま
り
上
が
ら
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

(
ロ
)
『
長
編
』
巻
一
七
二
、
皇
祐
四
年
二
月
庚
辰
僚
の
註
に
「
大
銭
雄
折

小
銭
十
、
而
小
銭
十
可
改
鋳
大
銭
五
且
有
徐
。
」
と
あ
る
。
出
土
貨
幣

に
よ
る
と
、
餓
銭
一
枚
ご
と
の
重
量
は
同
じ
銭
文
を
有
す
る
同
時
代
の

も
の
で
も
相
嘗
の
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
明
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、

大
鐙
の
傾
向
と
し
て
大
銭
は
一
二
J
一
五
グ
ラ
ム
、
小
銭
は
五
グ
ラ
ム

の
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
大
銭
は
時
代
が
下
る
に
従
っ

て
や
や
小
型
化
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
呉
瑛
策
「
侠
西
出
土
的

鍛
銭
」
〈
『
険
西
金
融
増
刊
〈
銭
幣
専
棉
科
会
ハ
)
〉
』
一
九
八
七
年
)
。

ハ
国
)
皇
紡
元
年
の
銅
銭
銭
比
債
を
俸
え
る
資
料
は
存
在
し
な
い
が
推
測
は

可
能
で
あ
る
。
俵
に
慶
暦
八
年
の
比
債
一
封
三
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と

す
る
と
、
大
銅
銭
、
小
銅
銭
、
大
銭
銭
、
小
銭
銭
の
比
債
は
、
一
割
一

O
封
三
劉
三

O
と
な
り
、
大
銅
銭
と
小
銭
銭
の
比
債
は
一
劃
一
一
一

O
で
あ

る
。
こ
れ
は
極
端
に
開
き
す
ぎ
と
の
印
象
を
菟
れ
が
た
い
。
ま
た
小
銅

銭
と
大
鍛
銭
の
比
に
着
目
す
る
と
一

O
劉
三
で
あ
り
、
割
り
切
れ
な
い

数
値
と
な
る
。
私
は
嘗
十
銭
銭
の
存
在
と
比
債
一
封
三
は
雨
立
し
な
い

と
思
う
。
さ
ら
に
本
文
の
後
文
に
あ
る
よ
う
に
嘉
耐
三
年
、
一
封
一
-
一
へ

の
比
債
の
餐
更
が
要
請
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
比
債
は
一
劉

三
で
は
あ
り
得
な
い
。
と
す
る
と
比
債
は
一
劃
一
ま
た
は
一
針
二
の
可

能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
註
(
日
)
の

「
餓
銭
銅
銭
、
市
債
無
二
」
つ
ま
り
民
開
比
債
が
等
債
と
い
う
記
録
で

あ
る
。
民
間
比
債
が
等
債
で
あ
れ
ば
、
公
定
比
債
も
等
債
で
あ
る
(
鍛

銭
相
場
は
民
関
比
債
の
方
が
高
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
)
。

註
ハ
日
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
記
事
の
繋
年
は
至
和
の
可
能
性
が
あ

る
が
、
さ
ら
に
皇
鮪
の
と
き
一
封
三
が
あ
り
得
な
い
と
す
る
と
、
公
定

比
債
等
債
は
皇
一
茄
元
年
に
設
定
さ
れ
た
と
推
測
す
る
の
が
も
っ
と
も
よ

い
と
思
わ
れ
る
。

(
m
m
)

鄭
獅
『
回
開
渓
集
』
巻
一
九
、
右
諌
議
大
夫
充
天
一
軍
閣
待
制
知
治
州
兼

駐
泊
馬
歩
軍
部
署
田
公
行
獄
。
「
至
和
元
年
、
除
天
章
閣
待
制
険
西
都

縛
運
使
。
関
右
盗
鋳
銭
銭
甚
悪
、
法
不
能
勝
。
公
更
潟
大
銭
、
肉
好
精

級
、
傷
者
莫
能
雑
。
以
一
嘗
三
、
霊
枚
其
悪
銭
、
付
錘
官
、
市
易
以
震

使。」

(
鈎
)
『
長
編
』
巻
五
二
一
、
元
符
二
年
七
月
笑
卯
、
輩
出
品
の
上
奏
。
「
至

和
己
後
、
官
司
鼓
鋳
不
精
之
弊
、
起
於
率
分
銭
。
所
謂
率
分
者
、
毎
工

所
限
日
鋳
之
教
外
、
有
増
盆
者
酌
給
、
衆
工
・
財
利
所
司
所
貧
者
銭
多
、

監
臨
之
官
、
叉
以
額
外
鋳
銭
、
増
数
策
課
。
則
折
二
大
銭
、
不
復
精
巧

如
法
笑
。
盗
鋳
途
復
撞
利
於
下
。
」
ま
た
加
藤
三

O
八
J
一一一

O
九
頁
参

照。

(
幻
)
『
長
編
』
巻
三
四
四
、
元
盟
七
年
三
月
笑
丑
、
務
純
粋
の
上
奏
の
第

二
候
。
「
蓋
侠
西
諸
監
所
用
銭
、
若
性
梢
狼
脆
、
卸
難
於
磨
漉
、
多
致

破
鉄
、
若
性
給
調
、
婦
問
、
即
金
汁
易
凝
、
流
注
不
快
、
銭
上
字
様
、
率
多

昏
晦
、
輿
私
鋳
濫
銭
爽
雑
難
別
、
居
周
筈
不
細
。
」
こ
れ
は
元
墜
年
聞
に

銭
質
に
起
因
す
る
官
銭
の
不
精
巧
を
い
っ
た
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ

よ
官
銭
の
不
精
巧
は
私
鋳
銭
と
の
区
別
を
難
し
く
す
る
の
で
あ
る
。

(
幻
)
『
稽
古
銭
』
巻
二

O
、
『
綱
要
』
各
六
。

(
お
)
『
長
編
』
巻
一
八
八
、
嘉
祐
三
年
十
二
月
乙
巳
、
『
宋
史
』
単
位
三

O

四
、
曹
話
相
叔
俸
。

(
鈍
〉
『
稽
古
録
』
巻
二

O
、
嘉
祐
四
年
二
月
笑
未
。
「
詔
、
侠
西
大
銅
銭

銭
、
理
嘗
常
銭
之
二
。
」
ま
た
『
長
編
』
巻
一
八
九
、
嘉
一
服
四
年
二
月

- 27-
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己
卯
僚
は
「
其
以
見
行
賞
三
大
銅
銭
・
大
鍛
銭
、
盟
賞
小
銭
銭
之
二
」

と
す
る
が
、
「
小
銭
銭
」
の
前
に
「
小
銅
銭
」
を
補
っ
て
校
訂
す
べ
き

で
あ
る
。
な
お
『
長
編
』
は
こ
の
賞
二
へ
の
袋
更
に
よ
っ
て
「
自
是
盗

鈴
乃
止
。
然
令
数
第
、
丘
ハ
民
耗
於
資
用
、
類
多
務
怨
、
久
之
始
定
。
」

'
Y
}
t
v
久
ノ

(
お
)
『
長
編
』
各
五
一
二
、
一
元
符
二
年
七
月
美
卯
、
章
楽
の
上
奏
。
「
治

卒
四
年
、
因
匡
僚
建
議
、
朝
廷
有
指
揮
、
不
能
全
記
其
文
、
大
概
以

潟
、
除
闘
鴻

・
漏
寅

・
{
子
様
不
明

・
不
成
梼
郭
外
、
徐
盟
令
官
司
受

納
、
庫
務
純
有
退
換
、
仇
立
刑
名
。
自
此
濫
銭
蕩
然
無
禁
。
」

(
お
)
『
長
編
』
各
二
六

O
、
照
寧
八
年
二
月
甲
子
。
「
永
輿
軍
等
路
鱒
運

司
言
、
見
管
私
鍛
銭
、
縛
運
司
九
高
幹
部
絹
・
常
一
件
司
十
一
寓
徐
絹
、
弁

寅
民
閲
私
鍛
銭
敏
十
世
間
斤
、
弁
首
改
鋳
省
様
銭
。
・
・

:
永
輿

・
胴
船
・
耀
、

河
中
・
侠
、
去
鍛
冶
遠
、
第
改
鈴
俄
銭
一
年
可
塁
。
商
州
・

洛
南

・

悲

・
鋭
、
最
近
銭
(
冶
〉
、
可
以
久
行
。
郎
州
等
五
庭
、
候
改
鋳
罷
、

工
匠
併
入
荷
州
等
凶
監
、
然
後
専
鈴
大
銭
。
従
之
、
の
委
皮
公
弼
線
制

勝
国
緋
。
先
是
、
安
撫
・
縛
運
司
出
勝
牧
買
四
等
私
銭
、
一
切
禁
断
沓
通

用
銭
、
而
以
銅
銭
易
之
、
以
官
庫
見
出
目
弁
換
到
通
用
私
小
銭
銭
、
重
行

鼓
鋳
。
而
熊
本
以
魚
、
如
此
則
公
私
未
使
、
乃
下
逐
司
申
明
前
後
僚
約
、

推
棟
関
越
・
漏
貫
・
{
子
様
不
明
等
私
銭
、
犯
者
依
法
施
行
、
入
官
鈎
段
。

底
自
束
通
用
銭
、
誼
令
行
使
如
故
。
其
官
庫
不
堪
用
鍛
銭
等
、
卸
別
置

銭
監
、
増
因
物
料
、
比
省
様
微
加
別
呉
、
鋳
照
寧
重
賞
封
格
、
侠
向
去

盟
熱
、
奏
取
指
揮
。
・
:
(
新
紀
書
、
櫓
侠
西
鍛
官
、
改
鋳
大
銭
。
食

貨
志
第
六
巻
、
八
年
、
皮
公
弼
叉
言
、
今
己
得
私
鋳
大
鍛
(銭
)
二
十

歓
高
縮
、
・

・:)」

(
幻
)
註
(
お
)
の
、
氷
輿
軍
等
路
縛
蓮
司
の
上
奏
を
参
照
。

(
お
)
『
長
編
』
巻
二
七
七
、
熊
寧
九
年
九
月
己
巳
。
「
中
書
言
、
侠
西
官

司
所
納
不
堪
用
私
鋳
銭
百
一
十
五
蔦
九
千
八
百
除
絹
。
初
言
止
有
二
十

徐
蔦
絹
、
一
年
可
改
鈴
畢
。

今
其
数
乃
如
此
、
叉
稽
毎
年
止
鈴
大
銭
九

千
一
百
五
十
徐
縮
。
其
違
法
納
私
銭
官
司
、
欲
令
三
司
依
法
施
行
。
従

之。」

(
却
)
註
(
m
m
)

の
原
註
に
引
く
『
食
貨
志
』
を
参
照
。

(
初
)
『
長
編
』
各
二
七
六
、
照
寧
九
年
六
月
己
酉
、
周
予
の
上
言
。
「
臣

去
冬
奉
使
経
由
永
輿
・
秦
鳳
路
、
伏
見
盗
鋳
銭
銭
不
少
、
市
建
買
寅
交

易
多
不
肯
行
用
、
官
司
雌
有
支
出
、
却
不
枚
納
、
上
下
疑
惑
、
軍
民
愁

怨
。
問
其
本
末
、
蓋
是
銭
法
用
一
蛍
二
、
鍛
銭
易
得
、
而
民
間
盗
鋳

者
、
費
少
利
倍
、
所
以
抵
冒
、
鍛
刑
不
可
止
組
、
濫
銭
日
以
滋
多
。
臣

今
到
京
、
便
欲
具
管
見
申
述
、
乞
賂
雨
路
折
二
銭
銭
、
只
作

一
文
行

用
、
自
克
濫
鋳
之
弊
。
」

(
れ
)
註
(
M
m
)

参
照
。

(
幻
)
『
宋
曾
要
』
食
貨

一
一
11
二、

鋳
銭
監
の
歳
額
統
計
の
繋
年
の
考
査

は
、
日
野
二
四
五
J
二
四
八
頁
に
基
本
的
に
依
援
す
る
。
こ
の
統
計
に

見
え
る
銭
監
の
う
ち
設
置
年
代
の
知
ら
れ
る
も
の
の
最
下
限
は
、
沼
山

監
の
照
寧
九
年
五
月
で
あ
る
(
『
長
編
』
各
二
九
四
、
元
盟
元
年
十
一

月
乙
亥
の
原
註
)
。
ま
た
『
中
書
備
封
』
は
『
宋
曾
要
』
食
貨
の
ほ
か
、

『
、
通
考
』
巻
九
、
『
玉
海
』
倉
一
八

O
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
所
惇
数
値
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
。
別
に
記
載
さ
れ
る
鈴
銭
総

額
と
比
べ
て
最
も
少
な
い
修
正
で
合
致
す
る
の
は
『
通
考
』

所
載
の
記

録
で
あ
る
。

(
お
)
『
歴
代
名
直
奏
議
』
巻
二
六
八
に
よ
る
と
、
こ
の
文
章
は
右
正
言
の

と
き
の
も
の
。
劉
安
世
が
右
正
言
だ
っ
た
の
は
元
祐
三
年
二
月
乙
未
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(
『
長
編
』
単
位
四

O
八
)
か
ら
元
祐
四
年
六
月
辛
亥
(
『
長
編
』
巻
四
二

九
)
ま
で
。

(

M

)

蘇
轍
『
築
城
集
』

品位
四
て
翰
林
間
学
士
論
時
事
、
て
論
北
朝
所
見

於
朝
廷
不
便
事
。
「
見
今
挟
西
錫
折
二
銭
銭
高
数
極
多
、
輿
銅
銭
並
行
。

而
民
閉
経
賎
餓
鋭
、
十
五
僅
能
比
銅
銭
十
、
而
官
用
銀
銭
輿
銅
銭
等
。
」

蘇
轍
が
賀
遼
園
生
辰
園
信
使
と
な
っ
た
の
は
元
蹴
四
年
八
月
、

使
還
し

た
の
は
十
月
ご
ろ
で
あ
る
(
「
蘇
穎
漬
年
表
」
上
海
古
籍
出
版
枇
『
築

城
集
』
附
録
〉
。

(
お
)
『
長
編
』
巻
四
五
七
、
元
一
路
六
年
四
月
甲
午
僚
に
、
永
輿
軍
路
を
東

か
ら
出
る
と
き
、
境
界
に
位
置
す
る
険
州
で
銭
銭
を
銅
銭
に
交
換
す
る

場
合
の
比
債
を
の
せ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
民
聞
で
の
交
換
比
は
銭
銭
一

七
O
O文
に
射
し
て
銅
銭
一

O
O
O文
で
あ
り
、
官
員
が
券
料
銭
等
を

騨
で
交
換
す
る
場
合
は
鍛
銭
一

O
O
O文
に
叫
到
し
て
銅
銭
八

O
O文
と

す
る
。
後
者
は
か
か
る
場
合
に
遁
用
さ
れ
る
特
例
で
あ
り
、
公
定
比
債

一
般
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

(
お
)
『
綱
要
』
忠
信
二
ハ
、
崇
寧
四
年
三
月
壬
寅
。
「
詔
、
銅
銭
銭
、
公
私

出
入
・
計
賊
定
罪
、
共
篤
一
律
、
不
分
軽
重
。
」

(
幻
)
採
算
率
は
「
部
主
袋
詰
き
ゅ
)
+
外
崎
地
(
由
同

l

明
滅
U
甘

)
H
努
鞠
制
」
と

定
義
す
る
。
本
銭
と
浮
利
の
関
係
は
「
喝
さ
H

附
樹
齢
強
l
排
除
」
で
輿

え
ら
れ
る
。
嘗
時
、
採
算
率
一

O
O
%以
上
で
採
算
に
あ
う
と
意
識
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
本
銭
の
内
容
は
普
通
、
原
料
費
、
工
匠
労
賞
、
官
吏

俸
給
、
運
搬
費
か
ら
な
る
。
詳
し
く
は
、
宮
津
註
(

2

)

論
文
を
参
照
さ

れ
た
い
。

(
お
)
『
長
編
』
巻
二
五
六
、
照
寧
七
年
九
月
壬
氏
、
熊
本
の
上
奏
。

(
却
)
『
長
編
』
巻
五
一
二
、
元
符
二
年
七
月
葵
卯
、
呂
恵
卿
の
上
奏
。

「
鋳
銭
銭
、
炭
人
工
糧
食
増
貴
、
則
所
費
多
不
止
五
百
、
俵
令
止
周
五

百
、
鋳
銭
一
貫
文
、
只
営
得
五
百
文
支
用
、
而
般
運
至
透
上
、
脚
乗
所

費
幾
字
。
況
於
所
用
工
銭
、
不
止
五
百
乎
。
則
是
官
中
鋳
銭
、
非
特
無

息
而
己
、
若
不
捕
時
則
無
銭
支
用
、
此
銭
軽
之
害
二
也
。
」

因
み
に
侠
西
大
銭
銭
は
、
「
侠
西
折
二
大
織
銭
二
十
世
間
賞
、
計
用
銭

三
百
六
十
高
斤
、
木
炭
六
百
高
斤
」
(
『
長
編
』
巻
三
四
四
、
元
盟
七
年

三
月
笑
丑
、
活
純
粋
の
上
奏
〉
と
あ
り
、
一
貫
首
た
り
の
原
料
に
銭
一

八
斤
、
出
来
上
が
り
は
火
耗
を
考
慮
す
る
と
一
五
斤
前
後
と
な
る
。
小

銭
は
大
銭
の
ほ
ぼ
半
分
の
重
量
だ
か
ら
一
貫
首
た
り
約
九
斤
の
織
を
原

料
と
し
て
約
七
・
五
斤
の
出
来
上
が
り
と
な
る
。
一
斤
の
銭
債
を
二
五

文
と
す
る
と
、
大
銭
の
銭
素
材
の
債
格
は
四
五

O
文
、
小
銭
で
は
二
二

五
文
で
あ
る
。
ま
た
運
搬
費
に
つ
い
て
「
自
険
府
般
鍛
銭
一
高
貫
至
秦

州
、
計
用
脚
銭
二
千
六
百
九
十
徐
貫
」
(
同
右
〉
と
も
あ
る
。
呂
恵
卿

の
見
積
も
り
は
安
嘗
で
あ
る
。

(
紛
)
『
長
編
』
径
二
七
六
、
隈
寧
九
年
六
月
己
酉
、
周
予
の
上
言
。
折
二

銭
銭
を
額
面
通
り
二
文
で
通
用
さ
せ
る
と
浄
利
が
本
銭
を
上
回
り
、
一

文
で
通
用
さ
せ
る
と
本
銭
が
浄
利
を
上
回
る
と
い
う
意
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
採
算
率
は
一

O
O
%以
上
、
ニ

O
O
%以
下
で
あ
る
。

(
川
出
)
蘇
轍
『
龍
川
略
志
』
巻
八
、
議
罷
侠
西
鋳
銭
欲
以
内
蔵
総
紬
等
折
充

漕
司
。

(
必
)

『群
書
考
索
』
後
集
巻
六
一

。

(
必
)
『
長
編
』
巻
五
二
一
、
元
符
二
年
七
月
美
卯
。
滑
州
は
章
婆
が
引
く

李
百
般
の
報
告
、
勝
延
は
呂
悪
卿
の
上
奏
。
日
野
氏
は
滑
州
の
記
録
を

公
定
比
償
、
胴
船
延
の
記
録
を
民
間
比
僚
と
す
る
が
(
四
一
八
頁
)
、
私

は
加
藤
氏
(
三
一
一
一
九
頁
)
と
同
様
ど
ち
ら
も
民
間
比
債
と
考
え
る
。
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な
お
、
こ
れ
ら
の
比
債
が
小
銅
銭
と
大
鍛
銭
の
比
債
で
あ
る
可
能
性

の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、

・
至
元
符
初
、
以
銭
銭
四
千
、
換
銅
銭
一
千
。
(
『
長
編
』
各
五
一

六
、
元
符
二
年
間
九
月
甲
戊
〉

-
叉
侠
西
銅
銭
至
重
、
毎

一
銭
、
山
富
鍛
銭
三
或
四
。
(
『
通
鑑
長
編
紀

事
本
末
』
巻

二
三
ハ
、
崇
寧
二
年
二
月
庚
午
〉

と
あ
り
、
銅
銭
の
銭
銭
に
封
す
る
比
僚
は
一
封
三
な
い
し
囚
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
文
引
用
の
数

値
と
比
較
し
て
鍛
銭
が
二
l
一一一
倍
安
い
。
目
前
愚
卿
・
章
楽
の
穆
げ
る
比

債
と
本
註
の
比
債
の
二
群
の
資
料
を
ど
ち
ら
も
生
か
す
と
す
る
な
ら
、

前
者
(
呂
寧
の
比
債
)
は
大
餓
銭
、
後
者
は
小
銭
銭
に
射
す
る
銅
銭
の

比
債
と
見
た
方
が
よ
い
。
質
際
前
者
を
銅
銭
と
大
餓
銭
の
比
債
と
す
る

論
者
も
い
る

(
劉
森
「
北
宋
鍛
銭
的
幾
筒
問
題
」
『
中
園
銭
幣
』

一
九

九
O
l四
)
。
し
か
し
呂
惑
卿

・
掌
楽
の
文
脈
で
は
小
銭
と
見
る
の
が

素
直
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
大
小
銭
銭
が
と
も
に
存
在
す
る
と
き
銅

銭
銭
の
比
債
を
示
す
の
に
大
餓
銭
を
基
準
に
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。
疑
問
は
残
る
が
、
本
稿
で
は
日
野

・
加
藤
雨
氏
の
理
解
と
同
様
、

呂
恵
卿
・
章
楽
の
翠
げ
る
比
債
は
小
銅
銭
と
小
銭
銭
の
比
債
と
み
、
本

註
の
比
債
は
若
干
時
期
が
下
が
り
気
味
な
の
を
重
視
し
て
、
地
域
に
よ

っ
て
は
激
し
く
鍛
銭
相
場
が
下
落
し
た
と
理
解
す
る
。

ま
た
『
宋
史
』

単位
一
八

O
に、

「照
盟
関
、
銅
銭
銭
嘗
蛇
行
、

銅
銭

千、

易
鍛
銭
千
五
百
、
未
聞
軽
重
之
弊
。
及
後
銅
銭
日
少
、
銭
銭
滋

多
、
紹
聖
初
、
銅
銭
千
、
途
易
鍛
銭
二
千
五
百
、
銭
銭
寝
軽
。
」
と
あ

り
、
照
盟
関
の
民
閲
比
債
は
一
針
一

・
五
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は

「
未
聞
軽
重
之
弊
」
の
文
言
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
『
長
編
』
巻
五

一
二

の

一
劃
一
・

O
五
と
あ
わ
せ
る
と
「
鍛
銭
千
五
百
」
は

「千
五
十
」
の
誤

り
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(
川
叫
〉
劉
安
世
『
霊
言
集
』
各
八
、
論
侠
西
堕
紗
銭
銭
之
弊
。

「今
則
用
銭

銭
一
貫
五
六
百
文
、
換
易
銅
銭

一
貫。

」
今
、
か
元
蹴
三
J
四
年
で
あ
る

こ
と
は
、
註
(
お
)
参
照
。

(
必
)
註
(

M

)

の
蘇
轍
の
上
奏
。

(日叩)

・
(
元
結
〉
八
年
、
命
公
私
給
納

・
貿
易
、
盟
専
用
鍛
銭
、
而
官
絡

銅
銭
以
時
計
置
、
運
致
内
郡
、
商
依
願
於
侠
西
内
郡
入
便
銅
銭
、

給
按
請
於
別
路
者
聴
。
(
『
宋
史
』
各

一
八
O
)

・
令
険
西
沿
溢
専
行
鍛
銭
。
(
『
備
要
』
巻
二
三
、
元
砧
八
年
七
月
)

(
訂
)
宮
津
註
(

3

)

論
文
。
こ
こ
で
は
宋
初
、
い
ま
だ
鍛
銭
専
用
鐙
制
が
確

立
し
て
い
な
い
四
川
で
、
銅
銭
銭
の
民
間
比
債
は
二
種
の
貨
幣
の
園
庫

通
用
力
の
強
弱
で
決
ま
る
こ
と
を
述
べ
た
。

(
崎
町
)
『
宋
史
』
巻
一
七
。
封
西
夏
戟
手
の
終
結
は
元
符
二
年
九
月
庚
子

(
『
宋
史
』
各
一
八
)
。

(
州
問
)
呂
惑
卿
に
よ
る
と
(
『
長
編
』
径
五
一
二
、
元
符
二
年
七
月
笑
卯)、

侠
西
に
は

「官
中
除
糧
斜
外
、
如
軍
器
物
料
隠
軍
需
物
、
計
侠
酉
一
路

不
菅
百
高
、
重
買
於
民
間
。
」
と
い
う
現
寅
が
あ
る
が
、
「
自
元
結
関
、

不
用
銅
銭
、
其
欲
遠
行
及
過
銅
銭
地
分
、
無
銅
銭
可
換
、
此
所
以
致
銭

軽
之
由

一
也
。
・
:
、
官
中
毎
歳
雑
貨
、
有
出
無
入
、

銭
鐙
散
民
間
、

此
所
以
致
銭
軽
之
由
四
也
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
鍛
銭
は
全
園
的
物
流

を
据
う
貨
幣
と
な
り
え
ず
、
ま
た
雑
買
で
民
聞
に
放
出
す
る
銭
銭
が
、

納
税
で
回
枚
す
る
分
を
は
る
か
に
上
回
る
た
め
民
聞
に
滞
留
す
る
と
い

う
認
識
を
示
し
て
い
る
。

な
お
元
結
八
年
、
侠
西
の
餓
銭
専
用
政
策
を
と
る
に
あ
た
っ
て
政
府
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が
、
全
園
的
物
流
を
支
え
る
手
段
を
講
じ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
侠
西
州
軍
で
護
行
し
、
京
師
の
権
貨
務
で
現
銭
を
支
携
う
こ
と

を
約
束
す
る
見
銭
公
擦
の
援
張
で
あ
る
。
日
野
「
南
宋
の
紙
徴
用
『
見
銭

公
録
』
及
び
『
見
銭
関
子
』
の
起
原
に
就
い
て
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
四
八

|
七
J
九
、
一
九
三
七
年
、
『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
筆
論
集
』
第
七
巻
、

一
九
八
三
年
、
所
牧
)
参
照
。

(
印
)
『
綱
要
』
巻
一
四
、
元
符
三
年
十
一
月
辛
卯
に
「
詔
侠
西
路
象
行
銅

銭
銭
。
」
ま
た
『
宋
史
』
各
一
九
。

(
日
)
中
嶋
敏
「
北
宋
徽
宗
朝
の
爽
錫
銭
に
つ
い
て
」
〈
『
東
洋
研
究
』
四

。
、
一
九
七
五
年
、
『
東
洋
史
皐
論
集
|
|
宋
代
史
研
究
と
そ
の
周
迭

|
|
』
一
九
八
八
年
、
所
収
)
、
筆
究
明
・
越
匡
撃
「
爽
錫
銭
是
銭
銭
、

不
是
銅
銭
」
〈
『
中
園
銭
幣
』
一
九
八
六
|
三
)
。
な
お
爽
錫
銭
に
は
、

銅
爽
錫
銭
と
鍛
爽
錫
銭
の
二
種
類
が
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

「
北
宋
閏
爽
錫
銭
」
(
『
侠
西
金
融
増
刊

〈銭
幣
幕
輯
(
六
)
〉』
一
九

八
七
年
)
。

(
回
〉
起
用
寧
四
年
に
爽
錫
銭
の
通
用
が
全
園
に
按
大
さ
れ
た
と
い
う
資
料

キー験、
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以
河
東
路
所
鋳
爽
錫
銭
通
行
天
下
。
(
『綱
要
』
巻
二
ハ
、
崇
寧
四

年
三
月
壬
寅
)

政
和
三
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
全
図
通
貨
と
な
っ
た
と
い
う
資
料
は
、

①
輿
復
康
恵
康
賀
衡
那
傍
七
州
銭
監
、
鼓
鋳
爽
錫
銭
、
行
於
庚
南
・

荊
湖
・
准
南
路
。
(
『
綱
要
』
巻
一
七
、
政
和
三
年
五
月
辛
卯
)

②
准
南
路
罷
行
使
爽
錫
銭
。
巳
而
詔
、
江
南
・
荊
湖
・
康
東
・
京

西
・
河
北
路
、
皆
如
之
。
(
『
綱
要
』
巻
一
七
、
政
和
六
年
四
月
己

卯
)

で
あ
る
。
②
で
通
行
が
停
止
さ
れ
た
江
南
・
京
西
・
河
北
に
つ
い
て
は

①
に
見
え
ず
、
い
つ
爽
錫
銭
が
こ
れ
ら
の
地
域
に
導
入
さ
れ
た
か
記
録

を
紋
い
て
い
る
。
一
般
に
北
宋
末
の
記
録
は
か
な
り
不
十
分
で
あ
り
、

記
録
に
残
ら
な
か
っ
た
地
域
、
雨
新
・
一
踊
建
・
京
東
に
つ
い
て
も
或
い

は
爽
錫
銭
が
行
使
さ
れ
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
但
し
四
川
と
京

畿
に
関
し
て
は
、
宋
を
通
じ
て
新
し
い
貨
幣
の
導
入
に
は
常
に
消
極
的

で
あ
る
か
ら
、
爽
錫
銭
の
導
入
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
崇
寧
四
年
に
お
け
る
「
天
下
に
通
行
」
さ
せ

る
と
い
う
記
事
も
文
字
通
り
の
全
園
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
四
川
と

京
畿
は
除
外
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

(
臼
〉
『
綱
要
』
径
一
七
、
大
観
二
年
三
月
戊
辰
。
「
詔
、
江
東
西
・

一晴建

・

雨
漸
路
、
許
鈴
省
二
銭
銭
行
使
。
」
ま
た
庚
南
西
路
は
す
で
に
折
二
銭
銭

が
元
砧
七
年
正
月
甲
辰
に
導
入
さ
れ
〈
『
長
編
』
各
四
六
九
)
、
崇
寧
一
-
一

年
東
西
爾
路
に
小
銭
銭
が
導
入
さ
れ
て
い
る
(『
宋
史
』
巻

一
八

O
V

(
臼
)
大
観
年
閲
お
よ
び
政
和
年
閲
の
権
銭
に
つ
い
て
は
、
日
野
一
一
一
一
一
一
一
一
一
J

三
三
八
頁
参
照
。

(
臼
〉
中
嶋
註
(
日
)
論
文
参
照
。

(
日
山
)
侠
西
で
は
交
子
も
夜
行
さ
れ
た
。
し
か
し
四
川
の
交
子
を
導
入
す
る

な
ど
四
川
経
済
と
の
み
連
絡
し
た
り
、
或
い
は
侠
西
濁
自
の
交
子
の
場

合
は
地
域
・
用
途
が
か
な
り
限
定
さ
れ
、
結
局
は
不
成
功
に
終
わ
っ

た
。
加
藤
「
侠
西
交
子
考
」
〈
『
史
準
』
一
五
て
一
九
三
六
年
、

『
支
那
経
済
史
考
査
』
下
谷
、
一
九
五
三
年
、
所
枚
〉

(
貯
)
『
宋
舎
要
』
刑
法
三
|
五
、
定
賊
罪
、
建
炎
三
年
八
月
二
十
三
日

に
、
「
険
西
路
奮
法
、
唯
許
行
銭
銭
、
不
許
私
用
銅
銭
。
」
と
あ
っ
て
北

宋
末
ま
で
銅
銭
の
使
用
が
禁
じ
ら
れ
た
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
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政
和
殺
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。

(
回
)
『
長
編
』
各
一
六
四
、
鹿
暦
八
年
六
月
丙
申
。
「
(
張
)
室
等
叉
請
因

高
官
州
積
鍛
鈴
小
銭
(
(
慶
暦
)
元
年
九
月
)
。
及
室
徒
河
東
(
二
年
十

月
)
、
叉
鋳
大
鍛
銭
於
耳
目
津
二
州
、
亦
以
一
嘗
十
、
以
助
闘
中
軍
費
。
」

ま
た
日
野
三
八
二
貝
参
照
。

(
印
)
閣
註
(

6

)

論
文
。

(
印
)
欧
陽
筒
『
河
東
奉
使
奏
草
』
巻
上
(
『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
巻
一
一

五
)
、
乞
罷
鍛
銭
劉
子
。

(
山
山
)
註
(
日
)
『
瀦
公
文
集
』
各
一
七
、
奏
侠
西
餓
銭
事
、
参
照
。

(
臼
)
『
長
編
』
巻
一
六
四
、
慶
暦
八
年
六
月
丙
申
。
「
未
幾
、
三
司
奏
罷

河
東
銭
鍛
銭
(
抜
貫
録
、
在
四
年
)
、
:
:
:
、
於
是
(
張
)
室
復
奏
菅

津
石
三
州
及
威
勝
軍
(
貫
録
云
在
五
年
)
、
日
鋳
小
銭
銭
、
濁
留
用
河

東。」

(
臼
〉
『
備
要
』
巻
二
四
、
紹
聖
三
年
四
月
。
「
命
河
東
鋳
蛍
三
銭
銭
。
」

(
臼
)
『
長
編
』
各
一
六
四
、
慶
暦
八
年
六
月
丙
申
、
本
文
引
用
に
績
け
て

「
罷
官
鋭
日
鋳
、
但
行
諸
問
銭
。
」
ま
た
少
し
後
に
「
河
東
小
銭
銭
、
如

侠
西
、
亦
以
三
嘗
て
且
罷
官
所
置
錨
。
」
と
あ
る
。
『
長
編
』
で
は
比

債
一
針
三
公
定
の
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
『
稽
古
録
』
巻
二

O
に

よ
る
と
、
慶
暦
八
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
。

(
臼
)
二
監
の
鋳
造
額
は
『
遁
考
』
巻
九
所
引
の
『
中
書
備
制
到
』
に
よ
る
。

(
前
)
『
遜
考
』
径
九
。
「
慶
暦
中
、
侠
西
・
河
東
皆
用
餓
銭
、
後
小
銭
銭

濁
行
於
河
東
、
而
侠
西
許
用
銅
銭
及
大
鍛
銭
、
以
一
折
二
。
然
小
銭
銭

凡
四
十
高
網
、
積
在
同
華
二
州
。
照
寧
、
詔
賜
河
束
、
以
餓
償
之
。
」

(
町
山
)
『
築
城
集
』
巻
四

て
翰
林
皐
士
論
時
事
、
一
、
論
北
朝
所
見
於
朝

廷
不
便
事
。

(

伺

)

-
今
来
所
鋳
銭
銭
、
除
侠
西
・
四
川
・

河
東
係
銭
銭
地
分
、
更
不
得

行
使
外
、
諸
路
誼
令
折
十
行
用
。
(
『
遁
鑑
長
編
紀
事
本
末
』
各
一

三
六
、
嘗
十
銭
、
山
田畑寧
二
年
二
月
庚
午〉

-
御
筆
、
侠
西
・
河
東
路
、
の
用
行
爽
錫
及
醤
銭
銭
。
(『
綱
要
』
径

一
七
、
政
和
六
年
六
月
笑
亥
)

(
印
)
王
曾
磁
『
宋
朝
兵
制
初
探
』
一
九
八
三
年
。

(
柏
山
)
張
方
一
今
に
よ
る
と
(
『
奨
金
先
生
文
集
』
巻
二
三
、
論
園
計
出
納
事
、

各
二
四
、
論
園
計
事
)
、
禁
軍
一
入
賞
た
り
の
養
兵
費
は
銭
額
に
換
算

し
て
年
五
O
貫
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
全
て
が
現
銭
で
支
給
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、
そ
の
う
ち
料
銭
六
貫
、
随
衣
銭
三
貫
、
南
郊
賞
給
五
貫
(
一

年
蛍
)
の
計
一
四
貫
が
現
銭
支
給
で
あ
り
、
そ
の
他
は
米
紬
絹
綿
な
ど

の
現
物
支
給
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
現
物
は
と
く
に
北
宋
中
期
以

後
多
く
が
現
地
で
園
家
機
関
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
。
従
っ
て
園
家
的

な
貨
幣
の
支
梯
朕
況
は
兵
卒
一
入
賞
た
り
五
O
貫
の
計
算
で
大
過
な
い

と
考
え
る
。

(
九
)
『
長
編
』
巻
一
四

O
、
慶
暦
三
年
四
月
己
未
僚
に
よ
る
。
但
し
賓
元

元
年
の
侠
西
歳
出
一
五
五
一
蔦
に
つ
い
て
は
、
二
一
五

O
高
(
『
備
要
』

巻
一
二
)
、
二
一
五
一
蔦
(
『
宋
史
』
巻
一
七
九
)
、
一
八
五
一
寓
(
『
成

都
文
類
』
巻
二
三
、
比
較
圏
序
)
、
二
五
一
寓
(
『
遁
考
』
巻
二
四
、

『
太
卒
治
蹟
統
類
』
径
二
九
)
と
も
あ
り
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
決
め

が
た
し

(
η
)
加
藤
氏
は
本
文
引
用
の
『
長
編
』
が
六
通
り
の
債
格
が
あ
る
と
し
な

が
ら
五
例
し
か
翠
げ
て
い
な
い
黙
に
つ
い
て
、
「
以
小
銅
銭
震
-
等
、

〈
大
銅
銭
魚
一
等
〉
、
奮
鋳
至
和
銭
銭
震
一
等
、
:
:
:
」
と
大
銅
銭
を

補
っ
て
い
る
(
一
一
一
一
一
一
八
頁
)
。
し
か
し
銅
銭
は
営
時
折
二
銭
と
小
一
や
銭
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だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
銅
銭
の
関
係
で
は
償
格
の
分
裂
は
起

こ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
(
宮
津
註
(

1

)

論
文
〉
。
従
っ
て
『
長
編
』

の
記
事
を
校
訂
す
る
と
し
た
ら
、
大
銅
銭
を
補
う
の
で
は
な
く
、
「
細

分
六
等
」
を
「
細
分
五
等
」
と
改
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

(
旬
)
日
野
四
四
五
J
四
四
七
頁
参
照
。

(
叫
)
こ
れ
は
餓
債
と
銅
債
を
比
較
す
れ
ば
分
か
る
。
銭
債
は
本
文
で
前
述

し
た
如
く
毎
斤
二
四

1
二
五
文
あ
る
い
は
二

O
文
で
あ
り
、
北
宋
の
銅

僚
は
末
期
の
謄
銅
で
毎
斤
四
四
文
省
陪
と
低
廉
な
の
を
除
い
て
、
少
な

く
と
も
毎
斤
一

O
O文
は
し
た
と
思
わ
れ
る
。
五
代
の
記
録
で
は
一

O

O
J二
O
O文
の
閲
で
あ
る
。
宮
調
停
註
(

2

)

論
文
参
照
。

(
万
)
宋
代
銅
銭
銭
の
公
定
比
債
と
民
間
比
債
の
考
察
は
、
侠
西
・
河
東
の

事
例
だ
け
で
は
資
料
的
に
不
十
分
で
あ
る
。
こ
の
貼
に
関
し
て
は
四
川

の
事
例
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。
宮
津
註
〈
3
)
論
文
参
照
。

(
花
〉
註
(
ロ
)
参
照
。
大
餓
銭
の
蛍
三
へ
の
陵
債
の
際
、
民
に
自
殺
者
も
出

た
事
件
の
直
接
の
原
因
は
、
田
安
法
の
直
前
、
待
永
が
大
銭
を
種
糧
銭
と

し
て
低
利
で
農
民
に
貸
出
し
、
そ
の
後
で
嘗
三
へ
の
愛
更
が
公
布
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
民
と
官
と
の
現
銭
の
や
り
と
り
が
原
因

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
も
そ
も
農
民
が
大
銭
を
嘗
十
銭
と

し
て
官
か
ら
借
り
た
の
は
、
民
閲
で
こ
れ
が
蛍
十
と
し
て
通
用
す
る
か

ら
で
あ
る
。
か
り
に
大
銭
が
民
聞
で
蛍
十
よ
り
低
い
評
債
で
通
用
し
て
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い
た
と
す
る
な
ら
、
官
か
ら
嘗
十
と
し
て
借
り
る
こ
と
は
不
利
で
あ

り
、
借
財
の
動
機
は
抑
え
ら
れ
る
。
ま
た
嘗
三
へ
の
陵
債
が
公
布
さ
れ

た
と
き
被
害
を
ま
と
も
に
受
け
た
の
も
、
民
関
の
大
鍛
銭
の
評
債
が
公

布
と
同
時
に
低
下
し
、
そ
れ
以
前
の
評
債
で
通
用
し
な
く
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

註
(

9

)

へ
の
補
註
宋
初
険
西
で
銭
銭
が
流
通
し
た
と
す
る
記
事
に
関
賓
六

年
〈
九
七
一
二
)
の
詔
に
、

川
快
諾
州
犯
縞
盗
、
計
銅
銭
銭
満
高
、
強
盗
滴
六
千
者
、
技
棄

市
。
(
『
長
編
』
巻
一
八
、
太
卒
輿
園
二
年
八
月
己
卯
〉

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
詔
は
『
宋
舎
要
』
刑
法
三
|
一
、
定
賊
罪
で

令
ふ
、

剣
南
西
川
吏
民
、
犯
矯
盗
賊
、
以
餓
錫
銭
計
之
、
・

と
し
、
内
容
に
遠
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
を
比
較
す
る
と
、

『
長
編
』
に
二
重
の
誤
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
「
川
侠
」
は
「
川
峡
」

に
、
「
銅
銭
銭
」
は
「
銭
銭
」
ま
た
は
「
鍛
錫
銭
」
に
改
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
宮
津
註
(

3

)

論
文
註
(

7

)

参
照
。
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附
記
〕
本
稿
は
一
九
九
二
年
度
併
数
大
皐
皐
舎
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成

果
の
一
部
で
あ
る
。



THE PROBLEM OF IRON COINS IN SHAANXI 陵西AND

　

HEDONG河東CIRCUITS DURING THE SONG PERIOD

MiYAZAWA Tomoyuki

　　　

In the Northern Song, iron coinＳ　'Ｗereissued in the peripheral circuits

such as Shaanxi and Hedong both in order to meet the increasing military

expenditures necessitated by the χiχia threat and in order to uphold the

copper cash standard by limiting the outflow of copper coins. By ｒｅｅχ-

amining the changes in monetary policy regarding iron coins in these two

circuits and investigating the mechanisms through which private coinage

of iron coins came　into being, this paper sheds light on some unique

aspects of the monetary economy of Song China｡

　　　

The coexistence of copper and iron coins necessitated ａ multipleχ

price system. The availability of diffe「entkinds of iron coins in different

circuits prevented commodities from circulating on ａ nationwide scale. Both

of these two factors, which partly contributed to private coinage of iron

coins, seriously conditioned the development of the monetary economy of

Song China｡

　　　

The value of iron coins was apparently丘χed arbitrarily by the state;

that is, it had nothing to do either with the market forces of demand and

supply or with the intrinsic value of the metal. The issue of iron coins

played an important part in favor of the government finance, but it under-

mined the unity of the copper cash standard.

REGULAR TRIBUTE GRAIN 上供米AND REGULAR TAX

　

GRAIN雨穏米IN THE SOUTHERN SONG DYNASTY

Shimasue Kazuyasu

　　

At the beginning of the Southern Song period, the regular tribute

grain consisted, as it had in the Northern Song, of both regular tａχgrain

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


